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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管理サーバと、電子カードのカード情報に対する決済を行う決済サーバとに、通信ネッ
トワークを介して接続される撮影装置であって、
　撮影指示の入力に伴って被撮影体を撮影する撮像部と、
　短距離無線通信によって、前記電子カードに記憶されている残金及びカード番号を含む
前記カード情報を読み取るリーダライタと、
（Ａ１）．新規利用指示又は登録済指示に伴って、前記カード情報に、予め設定されてい
る使用料金と装置ＩＤと時刻とを付加し、これを決済要求情報として前記決済サーバに送
信し、この決済要求情報に対する決済完了情報を前記決済サーバから受信した場合は、前
記撮像部に前記撮影指示を出力する手段と、
（Ａ２）．前記新規利用指示の場合は、前記決済完了情報の受信に伴って、前記撮像部か
らの撮影画像に、電話番号と前記カード番号と装置ＩＤと時刻とを付加し、これらを利用
者撮影データとして前記管理サーバに送信する手段と、
（Ａ３）．前記登録済指示の場合は、前記決済完了情報の受信に伴って前記撮影指示を出
力し、前記撮像部からの撮影画像に、前記電話番号が無しの情報と前記カード番号と装置
ＩＤと時刻とを付加し、これらを登録済利用者撮影データとして前記管理サーバに送信す
る手段と
（Ａ４）．前記登録済利用者撮影データの送信に伴って、前記管理サーバから前記電話番
号の再入力要求があった場合は、操作部から前記電話番号を再入力させて、これを前記管
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理サーバに送信させる手段と、
（Ａ５）．前記再入力された電話番号の前記管理サーバへの送信に伴って、前記管理サー
バから前記登録済利用者撮影データに含まれている前記撮影画像へのアクセスコードをそ
の再入力された電話番号に送信したことを示す画像配信完了通知の受信に伴って撮影完了
と判定する手段と
を有することを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記操作部は、液晶タッチパネルであり、
（Ａ０）．前記登録済指示の場合は、前記リーダライタにより前記電子カードの前記カー
ド情報を読み取らせることを案内するタッチ画面、撮影指示入力画面、撮影するまでの経
過時間をカウントするカウント画面、撮影することを示す撮影開始画面、完了画面の第１
の遷移順で表示する手段とを備えており、
（Ａ３）の手段は、
　前記登録済指示の場合は、直ちに前記タッチ画面を表示させて、前記撮影指示入力画面
、前記カウント画面、前記撮影開始画面、前記完了画面の遷移順で（Ａ０）の手段に表示
させる手段とを備え、
（Ａ４）の手段は、
（Ａ４１）．前記管理サーバに前記登録済利用者撮影データを送信した場合に、前記管理
サーバから前記電話番号の再入力要求があった場合は、直ちに電話番号入力画面を表示さ
せる手段と、
（Ａ４２）．前記電話番号入力画面に、再入力された電話番号を前記管理サーバに送信す
る手段とを備え、
（Ａ５）の手段は、
　前記再入力された電話番号の前記管理サーバへの送信に対する前記管理サーバからの前
記画像配信完了通知の受信に伴って前記タッチ画面、前記撮影指示入力画面、前記カウン
ト画面、前記撮影開始画面をスキップさせて前記完了画面を表示させる手段と
を有することを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項３】
　（Ａ０）の手段は、さらに、
　前記新規利用指示又は登録済指示を選択させる利用選択画面を表示する手段と、
　前記利用選択画面の前記新規利用指示が選択された場合は、前記液晶タッチパネルに前
記電話番号入力画面、前記タッチ画面、前記撮影指示入力画面、前記カウント画面、前記
撮影開始画面、前記完了画面の第２の遷移順で表示する手段とを備え、
（Ａ１）の手段は、
　（Ａ１１）．前記利用選択画面で前記登録済指示が選択された場合は、（Ａ０）の手段
に前記第１の遷移順の画面を遷移させ、前記新規利用指示が選択された場合は、前記第２
の遷移順で画面を遷移させる手段と、
　（Ａ１２）．前記新規利用指示又は登録済指示に伴って、前記電話番号入力画面に入力
された電話番号を読み込み、この入力された電話番号を一時記憶用メモリに記憶する手段
と、
　（Ａ１３）．前記電話番号の入力に伴って、予め使用料金用メモリに記憶されている使
用料金を含む前記タッチ画面を前記液晶タッチパネルに表示させる手段を備え、
　（Ａ１４）．前記新規利用指示又は登録済指示に伴って、前記タッチ画面の表示に伴っ
て、前記リーダライタが読み取った前記カード情報を前記一時記憶用メモリに記憶する手
段と、
　（Ａ１５）．前記一時記憶用メモリの前記カード情報と前記使用料金との組を前記決済
要求情報として前記決済サーバに送信する手段と、
　（Ａ１６）．この前記決済要求情報に対する決済完了情報を前記決済サーバから受信し
た場合は、前記撮影指示入力画面を前記液晶タッチパネルに表示させる手段と、
　（Ａ１７）．この撮影指示入力画面の撮影指示の選択で前記カウント画面を表示させ、
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前記経過時間に到達する直前に前記撮影開始画面を表示させて前記撮影指示を前記撮像部
に出力する手段とを備え、
（Ａ２）の手段は、
　（Ａ２１）．前記撮像部からの撮影画像と前記一時記憶用メモリの電話番号と前記カー
ド情報に含まれているカード番号とを組とする前記利用者撮影データを作成する手段と、
　（Ａ２２）．これを前記管理サーバに送信する手段と
　を有することを特徴とする請求項２記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記撮像部は、前記撮影指示が縦撮影モードを示している場合は、前記被撮影体を縦撮
影で撮影し、前記撮影指示が横撮影モードを示している場合は、前記被撮影体を横撮影で
撮影する手段を備えており、前記操作部は液晶タッチパネルであり、さらに、
　前記撮像部の近傍に設けられ、被撮影体の方向に透明表示器が張り付けられたミラーを
備え、
（Ａ６）．前記決済完了情報を受信した場合は、前記液晶タッチパネルを駆動して縦撮影
又は横撮影の撮影モード選択画面を表示する手段と、
（Ａ７）．前記撮影モード選択画面の撮影モード選択結果を読み込み、前記ミラーの透明
液晶タッチパネルを駆動して前記撮影モード選択結果に応じて、前記ミラーの全面に渡る
大きさで縦枠又は横枠を表示させる手段と、
（Ａ８）．前記縦撮影又は横撮影の選択に伴って、前記撮像部を縦撮影モード又は横撮影
モードに設定して縦の撮影画像又は横の撮影画像を撮影させる手段と
　を有することを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項５】
　筐体の全面は、前記透明表示器及び前記ミラーが位置する領域は、円形窓にされている
ことを特徴とする請求項４記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記使用料金用メモリは、時間帯に応じた料金データを記憶しており、
　時刻の計測に伴って、この時刻に該当する前記時間帯の料金データを読み込み、この料
金データを前記使用料金として前記決済サーバへの前記カード情報に付加する手段を
　有することを特徴とする請求項３記載の撮影装置。
【請求項７】
　前記透明表示器と前記ミラーに代えて電子ミラーとして機能させる表示器を備え、
　映像キャプチャを備え、この映像キャプチャによって、前記表示器を駆動して前記縦枠
又は前記横枠を表示して（Ａ１）の手段～（Ａ５）の手段を実行することを特徴とする請
求項４記載の撮影装置。
【請求項８】
　前記電子カードは、交通系電子決済カードであることを特徴とする請求項１記載の撮影
装置。
【請求項９】
　撮影スポットに設置された撮影装置と、この撮影装置を管理するサービスセンタの管理
サーバと、ＳＮＳサーバと、決済サーバと通信ネットワークとで構成される撮影システム
であって、
　前記管理サーバは、
　利用者情報用記憶部と撮影画像用記憶部とを備え、さらに、
（Ｂ１）．前記撮影装置からの、電子カードのカード番号と電話番号と装置ＩＤと時刻と
撮影画像とを組とする利用者撮影データ又は電話番号無の情報と前記カード番号と装置Ｉ
Ｄと時刻と撮影画像とを組とする登録済利用者撮影データを受信する手段と、
（Ｂ２）．前記利用者撮影データを受信した場合は、これに含まれている前記カード番号
と前記電話番号と前記装置ＩＤと時刻とを利用者情報として前記利用者情報用記憶部に記
憶すると共に、前記撮影画像用記憶部に撮影画像を関連付けて記憶する手段と、
（Ｂ３）．前記登録済利用者撮影データを受信した場合は、この登録済利用者撮影データ
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に含まれている前記カード番号を有する前記利用者情報が前記利用者情報用記憶部に複数
、存在するかどうかを判断する手段と、
（Ｂ４）．複数存在しない場合は、受信した登録済利用者撮影データに含まれている前記
カード番号を有する前記利用者情報を前記利用者情報用記憶部より特定し、この特定した
利用者情報に含まれている電話番号又はカード情報に、前記登録済利用者撮影データに含
まれている撮影画像を関連付けて前記撮影画像用記憶部に記憶する手段と、
（Ｂ５）．複数存在する場合は、前記撮影装置に前記電話番号の再入力要求を送信する手
段と、
（Ｂ６）．前記電話番号の再入力要求に伴って、前記撮影装置から前記電話番号を受信し
た場合は、前記受信した前記登録済利用者撮影データの電話番号無しの情報を、前記受信
した電話番号に更新する手段と、
（Ｂ７）．この更新された登録済利用者撮影データに含まれている撮影画像を、この更新
された登録済利用者撮影データに含まれている電話番号に関連付けて前記撮影画像用記憶
部に記憶する手段と、
（Ｂ８）．前記撮影画像の記憶に伴って、この撮影画像のアクセスコードを生成する手段
と、
（Ｂ９）．この撮影画像に関連付けられている前記利用者情報又は更新された登録済利用
者撮影データに含まれている装置ＩＤの撮影装置に撮影完了通知を送信する手段と、
（Ｂ１０）．前記アクセスコードを前記ＳＮＳサーバによって、アクセスコードを生成し
た前記撮影画像に関連付けられている電話番号宛て送信させる手段とを有することを特徴
とする撮影システム。
【請求項１０】
　前記撮影装置は、
　撮影指示の入力に伴って被撮影体を撮影する撮像部と、
　短距離無線通信によって、前記電子カードに記憶されている残金及びカード番号を含む
前記カード情報を読み取るリーダライタと、
（Ａ１）．新規利用指示又は登録済指示に伴って、前記カード情報に、予め設定されてい
る使用料金と装置ＩＤと時刻とを付加し、これを決済要求情報として前記決済サーバに送
信し、この決済要求情報に対する決済完了情報を前記決済サーバから受信した場合は、前
記撮像部に前記撮影指示を出力する手段と、
（Ａ２）．前記新規利用指示の場合は、前記決済完了情報の受信に伴って、前記撮像部か
らの撮影画像に、前記電話番号と前記カード番号と装置ＩＤと時刻とを付加し、これらを
利用者撮影データとして前記管理サーバに送信する手段と、
（Ａ３）．前記登録済指示の場合は、前記決済完了情報の受信に伴って前記撮影指示を出
力し、前記撮像部からの撮影画像に、前記電話番号が無しの情報と前記カード番号と装置
ＩＤと時刻とを付加し、これらを登録済利用者撮影データとして前記管理サーバに送信す
る手段と
（Ａ４）．前記登録済利用者撮影データの送信に伴って、前記管理サーバから前記電話番
号の再入力要求があった場合は、操作部から前記電話番号を再入力させて、これを前記管
理サーバに送信させる手段と、
（Ａ５）．前記再入力された電話番号の前記管理サーバへの送信に伴って、前記管理サー
バから前記登録済利用者撮影データに含まれている前記撮影画像へのアクセスコードをそ
の再入力された電話番号に送信したことを示す画像配信完了通知の受信に伴って撮影完了
と判定する手段と
を有することを特徴とする請求項９記載の撮影システム。
【請求項１１】
　前記操作部は、液晶タッチパネルであり、
（Ａ０）．前記登録済指示の場合は、前記リーダライタにより前記電子カードの前記カー
ド情報を読み取らせることを案内するタッチ画面、撮影指示入力画面、撮影するまでの経
過時間をカウントするカウント画面、撮影することを示す撮影開始画面、完了画面の第１
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の遷移順で表示する手段とを備えており、
（Ａ３）の手段は、
　前記登録済指示の場合は、直ちに前記タッチ画面を表示させて、前記撮影指示入力画面
、前記カウント画面、前記撮影開始画面、前記完了画面の遷移順で（Ａ０）の手段に表示
させる手段とを備え、
（Ａ４）の手段は、
（Ａ４１）．前記管理サーバに前記登録済利用者撮影データを送信した場合に、前記管理
サーバから前記電話番号の再入力要求があった場合は、直ちに電話番号入力画面を表示さ
せる手段と、
（Ａ４２）．前記電話番号入力画面に、再入力された電話番号を前記管理サーバに送信す
る手段とを備え、
（Ａ５）の手段は、
　前記再入力された電話番号の前記管理サーバへの送信に対する前記管理サーバからの前
記画像配信完了通知の受信に伴って前記タッチ画面、前記撮影指示入力画面、前記カウン
ト画面、前記撮影開始画面をスキップさせて前記完了画面を表示させる手段と
を有することを特徴とする請求項１０記載の撮影システム。
【請求項１２】
　前記撮像部は、前記撮影指示が縦撮影モードを示している場合は、前記被撮影体を縦撮
影で撮影し、前記撮影指示が横撮影モードを示している場合は、前記被撮影体を横撮影で
撮影する手段を備えており、前記操作部は液晶タッチパネルであり、さらに、
　前記撮像部の近傍に設けられ、被撮影体の方向に透明表示器が張り付けられたミラーを
備え、
（Ａ６）．前記決済完了情報を受信した場合は、前記液晶タッチパネルを駆動して縦撮影
又は横撮影の撮影モード選択画面を表示する手段と、
（Ａ７）．前記撮影モード選択画面の撮影モード選択結果を読み込み、前記ミラーの透明
液晶タッチパネルを駆動して前記撮影モード選択結果に応じて、前記ミラーの全面に渡る
大きさで縦枠又は横枠を表示させる手段と、
（Ａ８）．前記縦撮影又は横撮影の選択に伴って、前記撮像部を縦撮影モード又は横撮影
モードに設定して縦の撮影画像又は横の撮影画像を撮影させる手段と
を有することを特徴とする請求項１１記載の撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋外または屋内の撮影場所に、ＣＣＤカメラを備えた撮影装置を設置し、Ｃ
ＣＤカメラで撮影した映像を、インターネット上のサーバに自動転送する撮影システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、街中のショッピングセンター等には、現金またはコインを投入して料金を支払っ
てから、自分の顔や姿をカメラで撮影して種々の加工を行った後、シールとして印刷され
た写真を得る写真シール作成機や身分証明書用の写真撮影装置が全国に普及している。
【０００３】
　最近では、シール印刷機能に加え、写真シール作成機にメールアドレスを入力して画像
データを、携帯電話やスマートフォン等の携帯型端末に送信したり、赤外線通信により画
像データを携帯型端末にダウンロードしたりする機能も追加されてきている。
【０００４】
　特許文献１には、写真シール作成機に相当するインスタント写真撮影装置にメールアド
レスを入力して画像データを携帯型端末に送信する方法として、携帯型端末をインスタン
ト写真撮影装置のリーダライタ部にかざすと、インスタント写真撮影装置は、携帯型端末
の非接触型ＩＣカード部の個人情報領域を読み取り、この領域からメールアドレスを取得
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し、メールアドレス宛に、ネットワークを介して、画像データを送信する旨が開示されて
いる。
【０００５】
　一方、デジタルカメラや、カメラ機能を備えたスマートフォン等の携帯型端末の普及に
より、観光旅行や日常生活において、街中などで撮影する人が増加している。また、画像
内に本人の姿を含めて撮影できるように、カメラや携帯型端末を先端に取り付けて、本人
の手の届かない位置からでも撮影可能とする棒状の器具も普及している。
【０００６】
　さらに、撮影した画像を、インターネットのソーシャルネットワーキングサービス（以
下、ＳＮＳという）にアップロードし、知人と共有するＳＮＳの利用者も増加している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２４３１３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、写真シール作成機は、利用者本人がカメラを所持している必要がないた
め、街中で写真シール作成機を見つければ、いつでも撮影できる容易性はあるが、装置自
体が大きいため屋内のみに設置される上に、装置内での撮影となり、外の風景を撮影する
ことはできない。
【０００９】
　また、写真シール作成機では料金の支払いは現金の投入によって行われ、投入された現
金の回収を定期的に行わなければならない。
【００１０】
　さらに、写真シール作成機はさまざまな機能がついているので装置が大型である。
【００１１】
　一方、本人の所持するカメラで本人の姿を含めて撮影する自撮りを行うためには、三脚
や上述した特別な器具を準備したり、周囲にいる人に撮影を依頼したりしなければならな
い。そのため、自撮りができない場合があり、自撮りができる場合でも、他の撮影よりひ
と手間が必要となる。
【００１２】
　また、写真シール作成機はメールアドレスで携帯端末等に映像を送信するものであるか
ら操作が容易ではない。
【００１３】
　本発明は上記課題を鑑みてなされたもので、装置が小型で撮影スポットの環境を損なう
ことがないと共に、利用者がカメラや付属器具を持参する必要がなく、かつ現金を用いな
いで撮影ができる撮影装置及び、この撮影装置で撮影した映像をＳＮＳに容易にアップロ
ードできる撮影システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
上記目的を達成するために、本発明に係る撮影装置は、管理サーバと、電子カードのカー
ド情報に対する決済を行う決済サーバとに、通信ネットワークを介して接続される撮影装
置であって、
　撮影指示の入力に伴って被撮影体を撮影する撮像部と、
　短距離無線通信によって、前記電子カードに記憶されている残金及びカード番号を含む
前記カード情報を読み取るリーダライタと、
（Ａ１）．新規利用指示又は登録済指示に伴って、前記カード情報に、予め設定されてい
る使用料金と装置ＩＤと時刻とを付加し、これを決済要求情報として前記決済サーバに送
信し、この決済要求情報に対する決済完了情報を前記決済サーバから受信した場合は、前
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記撮像部に前記撮影指示を出力する手段と、
（Ａ２）．前記新規利用指示の場合は、前記決済完了情報の受信に伴って、前記撮像部か
らの撮影画像に、電話番号と前記カード番号と装置ＩＤと時刻とを付加し、これらを利用
者撮影データとして前記管理サーバに送信する手段と、
（Ａ３）．前記登録済指示の場合は、前記決済完了情報の受信に伴って前記撮影指示を出
力し、前記撮像部からの撮影画像に、前記電話番号が無しの情報と前記カード番号と装置
ＩＤと時刻とを付加し、これらを登録済利用者撮影データとして前記管理サーバに送信す
る手段と
（Ａ４）．前記登録済利用者撮影データの送信に伴って、前記管理サーバから前記電話番
号の再入力要求があった場合は、操作部から前記電話番号を再入力させて、これを前記管
理サーバに送信させる手段と、
（Ａ５）．前記再入力された電話番号の前記管理サーバへの送信に伴って、前記管理サー
バから前記登録済利用者撮影データに含まれている前記撮影画像へのアクセスコードをそ
の再入力された電話番号に送信したことを示す画像配信完了通知の受信に伴って撮影完了
と判定する手段とを備えたことを要旨とする。
【００１５】
　また、撮影システムは、撮影スポットに設置された撮影装置と、この撮影装置を管理す
るサービスセンタの管理サーバと、ＳＮＳサーバと、決済サーバと通信ネットワークとで
構成される撮影システムであって、
　前記管理サーバは、
　利用者情報用記憶部と撮影画像用記憶部とを備え、さらに、
（Ｂ１）．前記撮影装置からの、電子カードのカード番号と電話番号と装置ＩＤと時刻と
撮影画像とを組とする利用者撮影データ又は電話番号無の情報と前記カード番号と装置Ｉ
Ｄと時刻と撮影画像とを組とする登録済利用者撮影データを受信する手段と、
（Ｂ２）．前記利用者撮影データを受信した場合は、これに含まれている前記カード番号
と前記電話番号と前記装置ＩＤと時刻とを利用者情報として前記利用者情報用記憶部に記
憶すると共に、前記撮影画像用記憶部に撮影画像を関連付けて記憶する手段と、
（Ｂ３）．前記登録済利用者撮影データを受信した場合は、この登録済利用者撮影データ
に含まれている前記カード番号を有する前記利用者情報が前記利用者情報用記憶部に複数
、存在するかどうかを判断する手段と、
（Ｂ４）．複数存在しない場合は、受信した登録済利用者撮影データに含まれている前記
カード番号を有する前記利用者情報を前記利用者情報用記憶部より特定し、この特定した
利用者情報に含まれている電話番号又はカード情報に、前記登録済利用者撮影データに含
まれている撮影画像を関連付けて前記撮影画像用記憶部に記憶する手段と、
（Ｂ５）．複数存在する場合は、前記撮影装置に前記電話番号の再入力要求を送信する手
段と、
（Ｂ６）．前記電話番号の再入力要求に伴って、前記撮影装置から前記電話番号を受信し
た場合は、前記受信した前記登録済利用者撮影データの電話番号無しの情報を、前記受信
した電話番号に更新する手段と、
（Ｂ７）．この更新された登録済利用者撮影データに含まれている撮影画像を、この更新
された登録済利用者撮影データに含まれている電話番号に関連付けて前記撮影画像用記憶
部に記憶する手段と、
（Ｂ８）．前記撮影画像の記憶に伴って、この撮影画像のアクセスコードを生成する手段
と、
（Ｂ９）．この撮影画像に関連付けられている前記利用者情報又は更新された登録済利用
者撮影データに含まれている装置ＩＤの撮影装置に撮影完了通知を送信する手段と、
（Ｂ１０）．前記アクセスコードを前記ＳＮＳサーバによって、アクセスコードを生成し
た前記撮影画像に関連付けられている電話番号宛て送信させる手段とを備えたことを要旨
とする。
【発明の効果】
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【００１６】
　以上のように本発明の撮影装置によれば、装置が小型であるので撮影スポットの環境を
損なうことがないと共に、利用者がカメラや付属器具を持参する必要がなく、かつ現金を
用いないで撮影ができる。
【００１７】
　また、利用者がカメラや付属器具を持参する必要がなく、屋内外の最適な撮影スポット
で自撮りができ、撮影した画像をＳＮＳに容易にアップロードできる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の撮影システムの構成概要図である。
【図２】撮影ポストと管理サーバの設置イメージ図である。
【図３】筐体内にＣＣＤカメラを設置した撮影ポストの撮影例である。
【図４】筐体外にＣＣＤカメラを設置した撮影ポストの撮影例である。
【図５】個別料金表のデータ構成図である。
【図６】撮影ポスト情報メモリのデータ構成図である。
【図７】画像ストレージのデータ構成図である。
【図８】情報設定行程のシーケンス図である。
【図９】監視行程のシーケンス図である。
【図１０】撮影ポストの液晶タッチパネルの画面遷移図である。
【図１１】新規利用時の撮影行程のシーケンス図である（その１）。
【図１２】新規利用時の撮影行程のシーケンス図である（その２）。
【図１３】新規利用時の撮影行程のシーケンス図である（その３）。
【図１４】利用者から管理サーバへのアクセスのシーケンス図である。
【図１５】登録済みの撮影行程のシーケンス図である（その１）。
【図１６】登録済みの撮影行程のシーケンス図である（その２）。
【図１７】撮影行程の再設定ルートのシーケンス図である。
【図１８】料金設定手段の処理フロー図である。
【図１９】監視手段の処理フロー図である。
【図２０】画像記録手段の処理フロー図である（その１）。
【図２１】画像記録手段の処理フロー図である（その２）。
【図２２】画像記録手段の処理フロー図である（その３）。
【図２３】画像記録手段の処理フロー図である（その４）。
【図２４】制御ユニットの料金設定の処理フロー図である。
【図２５】制御ユニットの診断の処理フロー図である。
【図２６】制御ユニットの撮影の処理フロー図である（その１）。
【図２７】制御ユニットの撮影の処理フロー図である（その２）。
【図２８】実施形態１の撮影ポストの正面図と側面図である。
【図２９】実施形態１の撮影ポストの立体図である。
【図３０】実施形態１の撮影ポストの断面図である。
【図３１】実施形態１の各撮影モード時の表示状態図である。
【図３２】実施形態２の撮影ポストの正面図と側面図である。
【図３３】実施形態２の撮影ポストの断面図である。
【図３４】実施形態２の各撮影モード時の表示状態図である。
【図３５】実施形態３の撮影ポストとＣＣＤカメラの設置図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　実施の形態の撮影システムは、図１に示すように、観光地、劇場、飲食店等の撮影位置
に被撮影体（以下利用者Ｐｍという）を撮影する撮影装置を設置し、課金処理後にこの撮
影装置が撮影した被撮影体の映像（以下画像という）を通信ネットワーク（以下インター
ネットという）に接続されたサーバに自動転送し、このサーバが利用者の携帯電話機に被
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撮影体の画像をＳＮＳサーバによって転送する撮影システムである。
【００２０】
　画像は、静止画像でもよいし、撮影を開始してから一定時間（たとえば１０秒間）の動
画であってもよい。
【００２１】
　実施の形態の撮影システムの撮影装置はポストのようなスタンド型であり、観光地の人
気のある撮影位置（以下撮影スポットという）に設置されているとし、撮影装置を撮影ス
ポットと称して説明する。また、利用者Ｐｍは、携帯電話機の契約者又は契約者の友人と
して説明する。
【００２２】
　図１に示すように、撮影ポスト１０は、例えば立方体状の筐体１１の側面に撮影レンズ
を設けて被撮影体を撮影するＣＣＤカメラ１２と、このＣＣＤカメラ１２の下方に設けら
れた画面と一体化された液晶タッチパネル１３と、リーダライタ１４等を備えている。
【００２３】
　リーダライタ１４は、液晶タッチパネル１３の下方に設けられ、短距離無線通信によっ
て利用者の電子決済カード７１（Ｓｕｉｃａ（登録商標）、ＰＡＳＭＯ（登録商標）等）
のカード情報を読み取り、このカード情報を出力された更新情報に書き換える。また、撮
影ポスト１０は、モニュメント的な加工を施しても構わない。
【００２４】
　さらに、電子決済カード７１に代えて、電子決済機能付き携帯端末を用いても構わない
が、実施の形態では電子決済カード７１として説明する。
【００２５】
　前述の液晶タッチパネル１３、リーダライタ１４は、ＣＣＤカメラ１２が設けられてい
る筐体１１の側面とは異なる側面に設けても構わない。また、これらの液晶タッチパネル
１３、リーダライタ１４、ＣＣＤカメラ１２は風雪、雨等を防ぐ構造にされている。また
、筐体１１の上面にはソーラーパネル１９が設置されている。
【００２６】
　液晶タッチパネル１３は、主に電話番号の入力のために用いる。リーダライタ１４は、
短距離無線通信によって利用者の電子決済カードのカード情報を読み取り、このカード情
報を出力された後述する更新情報に書き換える。
【００２７】
　また、筐体１１の内部には、個別料金表２１を含むメモリ２０（料金表が記憶される領
域を第１のメモリという）と、液晶タッチパネル１３とＣＣＤカメラ１２とメモリ２０等
に接続された制御ユニット１５と、リーダライタ１４と制御ユニット１５に接続された決
済ユニット１６と、制御ユニット１５と決済ユニット１６に接続され、管理サーバ３０と
外部の電子決済サーバ７０とのインターネット通信を制御する通信ユニット１７とを含む
。
【００２８】
　制御ユニット１５は、メモリ２０の個別料金表２１への料金設定処理と、液晶タッチパ
ネル１３とＣＣＤカメラ１２の診断処理と、ＣＣＤカメラ１２により撮影した画像を、携
帯電話番号（以下電話番号という）と、カード情報のうちのカード番号と、当該撮影ポス
ト１０に割り当てられた撮影ポストＩＤと、撮影時刻（内部タイマの現在時刻）とともに
管理サーバ３０（サービスセンタサーバともいう）へ転送する処理を行う。
【００２９】
　決済ユニット１６は、制御ユニット１５が個別料金表２１から読み出して通知してきた
料金とカード情報とを、外部の電子決済サーバ７０に送信して決済を行う。
【００３０】
　一方、管理サーバ３０は、撮影ポスト１０に関する後述する撮影ポストデータｄ４１－
ｎ、料金データｄ４３－ｎおよび状況データｄ４２－ｎを保存する撮影ポスト情報メモリ
４０（撮影情報用メモリともいう）と、利用者Ｐｍの利用者情報ｄＰｍと画像ファイル群
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ｄ５１－ｍを保存する画像ストレージ５０とに接続されている。
【００３１】
　また、外部より入力される撮影ポストデータｄ４１－ｎと料金データｄ４３－ｎとを撮
影ポスト情報メモリ４０に保存する料金設定手段３１と、撮影ポスト１０の制御ユニット
１５に周期的に診断を要求し、制御ユニット１５から返信される当該診断の結果を状況デ
ータｄ４２－ｎとして撮影ポスト情報メモリ４０に保存し異常検出時に管理者Ｍに警報を
送信する監視手段３２とを備えている。
【００３２】
　また、撮影ポスト１０の制御ユニット１５から受信する電話番号とカード番号とを利用
者情報ｄＰｍとして、また、撮影ポスト１０の撮影ポストＩＤ（撮影装置ＩＤともいう）
、撮影時刻および画像を画像ファイル群ｄ５１－ｍとして画像ストレージ５０に保存する
画像記録手段３３とを含む。
【００３３】
　この画像記録手段３３は、さらに、利用者Ｐｍが管理サーバ３０にアクセスする際に入
力すべきアクセスコードを生成して利用者情報ｄＰｍに設定し、利用者Ｐｍから受信する
ＳＮＳ種別、ＳＮＳＩＤおよび認証情報を利用者情報ｄＰｍに設定する。そして、画像ス
トレージ５０の画像ファイル群ｄ５１－ｍに画像を保存する際に、ＳＮＳ種別により特定
される外部のＳＮＳサーバ８０に、ＳＮＳＩＤと認証情報によってアクセスし、当該画像
を転送する。
【００３４】
　図面を参照して、実施の形態を詳細に説明する。
【００３５】
　以下の図面の記載において、同一または類似の部分には同一または類似の符号を付して
いる。但し、図面は模式的なものであり、装置やシステムの構成等は現実のものとは異な
ることに留意すべきである。
【００３６】
　従って、具体的な構成は以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互
間においても互いの構成の異なる部分が含まれていることは勿論である。
【００３７】
　また、以下に示す本発明の実施の形態は、本発明の技術的思想を具体化するための装置
や方法を例示するものであって、本発明の技術的思想は、構成部品の材質、形状、構造、
配置等を下記のものに特定するものではない。本発明の技術的思想は、特許請求の範囲に
記載された技術的範囲内において、種々の変更を加えることができる。
【００３８】
　（撮影システムの概要）
　実施の形態の撮影システムは、上述したように撮影ポスト１０と管理サーバ３０からな
り、それぞれの構成について、図１を参照しながら説明する。
【００３９】
　なお、図１においては、ＣＣＤカメラ１２は、筐体１１に格納した例を表示しているが
、後に示す撮影例のように、撮影する場所によっては筐体１１外に設置する場合もある。
【００４０】
　さらに、撮影ポスト１０は、容易に電源を外部から得られない屋外に設置される場合が
あるため、図１では、電源１８と各ユニット等の接続線を省略しているが、各ユニット等
に電気を供給できるように筐体１１上部に設置したソーラーパネル１９に接続した電源１
８（充電池）を含んでもよい。また、電源１８は、充電式のバッテリ若しくは乾電池であ
っても構わない。
【００４１】
　まず、撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝ｎ）の設置に伴い、料金設定手段３１は、外
部より入力される撮影ポストＩＤや通信アドレス等の撮影ポストデータｄ４１－ｎを撮影
ポスト情報メモリ４０に保存しておく。さらに、図１に示したように、管理サーバ３０と



(11) JP 6286595 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

撮影ポスト１０との間で以下の操作が行われる。
【００４２】
　（ｍ１）．監視手段３２は、設置された撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝ｎ）の状況
を常時監視して、監視結果を、該当する撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝ｎ）の状況デ
ータｄ４２－ｎとして撮影ポスト情報メモリ４０に保存する。異常があれば、管理者Ｍに
警報を送信する。
【００４３】
　（ｍ２）．各撮影ポスト１０での撮影は、撮影ポスト１０ごとに、日時などにより料金
が異なる場合があることや、期間で料金の変更が生じる。これに対応するため、外部より
料金をいつでも変更できるようにしてある。管理サーバ３０の料金設定手段３１は、外部
から入力される料金データｄ４３－ｎを撮影ポスト情報メモリ４０に保存すると同時に、
インターネット１００を介して、該当の撮影ポスト１０に送信し、撮影ポスト１０側に保
存された個別料金表２１の料金設定を行う。
【００４４】
　さらに、図１を参照しながら、利用者Ｐｍが初めて撮影ポスト１０で撮影して、利用者
Ｐｍのスマートフォン等の携帯型端末６０で画像を閲覧する大まかな流れを説明する。
【００４５】
　（１）．利用者Ｐｍ（図中では（撮影時）と表示）は、まず、撮影ポスト１０の液晶タ
ッチパネル１３から電話番号を入力する。すると、制御ユニット１５はその時の時刻に対
する撮影料金を個別料金表２１から検索し、料金と支払い方法を液晶タッチパネル１３に
表示する。
【００４６】
　（２）．利用者Ｐｍは指示に従い、電子決済カード７１をリーダライタ１４にタッチし
て料金の支払いを行う。
【００４７】
　（３）．決済ユニット１６は、電子決済カード７１から得たカード情報（カード番号、
撮影時刻、残金等）を、インターネット１００上の外部の電子決済サーバ７０に通信ユニ
ット１７を経由して送信し、決済を行う。このとき、撮影ポスト１０の決済ユニット１６
は、制御ユニット１５に電子決済カード７１から得たカード情報のうちのカード番号と決
済完了とを通知する。
【００４８】
　なお、カード番号とは、電子決済カード７１に割り当てられているカード識別情報であ
り、セキュリティ面から決済処理に用いられる識別番号とは異なる場合がある。
【００４９】
　（４）．決済が完了すると、制御ユニット１５は、ＣＣＤカメラ１２によって利用者Ｐ
ｍを撮影する。
【００５０】
　（５）．撮影が終わると、撮影ポスト１０の制御ユニット１５は、利用者Ｐｍの入力し
た電話番号と、撮影ポスト１０の決済ユニット１６から通知されたカード番号と、撮影し
た撮影ポスト１０の撮影ポストＩＤと撮影時刻を、撮影した画像とともに、通信ユニット
１７を経由してインターネット１００上の管理サーバ３０に送信する。
【００５１】
　（６）．各種情報と画像を受信した管理サーバ３０の画像記録手段３３は、受信した情
報と画像とを画像ストレージ５０に保存する。このとき、画像記録手段３３は、利用者Ｐ
ｍが管理サーバ３０にアクセスする際のアクセスコードを生成して、ＳＭＳ（ショートメ
ッセージサービス）によって利用者Ｐｍの携帯型端末６０に送信する。
【００５２】
　（７）．ＳＭＳでアクセスコードを受け取った利用者Ｐｍ（図中では（撮影後）と表示
）は、携帯型端末６０から電話番号とアクセスコードを入力して、管理サーバ３０にアク
セスして撮影された画像を閲覧することができる。電話番号はアクセスコードに関連付け
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られており、画面には表示しないようにしても構わない。
【００５３】
　なお、利用者Ｐｍは、管理サーバ３０へのアクセスやデータ操作をサポートするアプリ
ケーションを、携帯型端末６０にあらかじめインストールしておくことが望ましい。
【００５４】
　（８）．さらに、利用者Ｐｍが撮影した画像を所望のＳＮＳに公開したい場合、ＳＮＳ
情報としてＳＮＳ種別、ＳＮＳＩＤおよび画像をアップロードするときの認証情報を画像
ストレージ５０の利用者情報ｄＰｍに設定する。
【００５５】
　ＳＮＳＩＤや認証情報は、個人用だけではなく、グループ用の情報を設定することもで
き、グループのメンバー間で画像を共有したい場合などに設定する。
【００５６】
　以後の説明は、画像が撮影され、画像ストレージ５０に保存されると自動的にＳＮＳに
転送する（自動モード）について行うが、利用者Ｐｍが画像を閲覧して確認してからＳＮ
Ｓに転送する設定（手動モード）をＳＮＳ情報に設けることで、手動モードも可能とする
。
【００５７】
　（９）．初めての場合、利用者ＰｍはＳＮＳ情報を設定したあと転送指示を行う。
【００５８】
　管理サーバ３０の画像記録手段３３は、設定されたＳＮＳ種別に従って該当するＳＮＳ
サーバ８０にインターネット１００を介してアクセスし、設定されたＳＮＳＩＤと認証情
報を用いて画像をＳＮＳサーバ８０に転送する。次回以後は、画像が画像ストレージ５０
に保存されると自動的にＳＮＳサーバ８０に転送される。
【００５９】
　（１０）．利用者Ｐｍは、携帯型端末６０からインターネット１００を介してＳＮＳサ
ーバ８０にアクセスして、転送された画像を閲覧することができる。
【００６０】
　（撮影システムの利用形態）
　実施の形態の撮影システムでは、図２に例示するように、観光地やイベント会場等の撮
影スポットａに撮影ポストＩＤ（例えばＩＤ＝００１）の撮影ポスト１０、撮影スポット
ｂに撮影ポストＩＤ（例えばＩＤ＝００２）の撮影ポスト１０、撮影スポットｃに撮影ポ
ストＩＤ（例えばＩＤ＝００３）の撮影ポスト１０をそれぞれ設置する。
【００６１】
　そして、これらを管理する管理サーバ３０と、各撮影ポスト１０の情報を保存する撮影
ポスト情報メモリ４０と、利用者情報ｄＰｍと撮影された画像を保存する画像ストレージ
５０とをインターネット１００で接続する。
【００６２】
　図２では、撮影ポスト情報メモリ４０と画像ストレージ５０は１個ずつ管理サーバ３０
と直接接続している例を示しているが、これらの記憶手段はインターネット１００を介し
て管理サーバ３０とデータ通信が可能であれば、それぞれ複数個をインターネット１００
上に点在させる構成として構築することが可能であり、本発明の撮影システムに含まれる
。
【００６３】
　図３には、筐体１１にＣＣＤカメラ１２を組み込んだ撮影ポスト１０の設置と撮影例を
示している。
【００６４】
　図３（ア）では、撮影スポットにある看板や記念碑とともに利用者Ｐｍを撮影できるよ
うに、撮影ポスト１０を対象物に近接した同じ地面上に設置している。
【００６５】
　この場合、利用者Ｐｍが、所有のカメラによって自分自身で撮ろうとすると、看板全体
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と利用者Ｐｍの全身を含めることは難しいため、他の人に撮影を依頼せざるを得ないが、
撮影ポスト１０を利用することで自由なポーズをとれるので、図示するような、ひとりで
、さらに向こう側の海を見ているような画像を撮影することができる。
【００６６】
　図３（イ）では、撮影スポットにある撮影用に設置された顔出し看板や造形物とともに
利用者Ｐｍを撮影できるように、撮影ポスト１０を対象物から離れた同じ地面上に設置し
ている。
【００６７】
　この場合、利用者Ｐｍが、所有のカメラによって自分自身で撮ることは無理であり、や
はり他の人に撮影を依頼せざるを得ないが、撮影ポスト１０を利用することで離れた位置
の利用者Ｐｍの画像を撮影することができる。
【００６８】
　図４には、ＣＣＤカメラ１２を筐体１１の外に配置した撮影ポスト１０による撮影例を
示している。
【００６９】
　上述したように、実施の形態の撮影システムの撮影ポスト１０では、ＣＣＤカメラ１２
を筐体１１内に限定するものではなく、制御ユニット１５と有線・無線を問わずデータ通
信が行えるようにすることで、いかなる場所にも配置することができる。
【００７０】
　図４（ア）では、ＣＣＤカメラ１２を筐体１１のそばに立てた支柱（電柱でもよい）な
どの上部に配置して、対象物と利用者Ｐｍを俯瞰するように撮影できるように、撮影ポス
ト１０を設置している。
【００７１】
　利用者Ｐｍは、撮影ポスト１０の液晶タッチパネル１３に表示される撮影ボタン（画面
に表示されている）をタッチ（接触）した後、撮影位置に移動してポーズをとることで、
ひとりでも図示するような画像を撮影することができる。
【００７２】
　図４（イ）では、ＣＣＤカメラ１２を筐体１１の設置面の位置かそれより下に埋設する
ことで、対象物と利用者Ｐｍを見上げるように撮影できるように、撮影ポスト１０を設置
している。
【００７３】
　高層建造物や樹木など背の高い対象物を撮影するときには、足元から撮影することがよ
いアングルとなるが、ひとりでは角度などを調整しながら撮影することは難しく、他の人
に依頼しても、接地するような位置からの撮影は困難である。
【００７４】
　しかし、図４（イ）のようにＣＣＤカメラ１２を配置することで、ひとりでも図示する
ような画像を撮影することができる。
【００７５】
　（撮影システムにおけるデータ構成）
　撮影ポスト１０に含まれるメモリ２０は、処理中の作業用メモリとして使用されるほか
に、図５に示す個別料金表２１の保存に使用される。
【００７６】
　＜個別料金表２１＞
　個別料金表２１は、各撮影ポスト１０が撮影する際の、例えば時間帯ごとの料金を設定
したものであり、それぞれの撮影ポスト１０が、それぞれの個別料金表２１をメモリ２０
に保存しており、管理サーバ３０で変更があると、変更された料金データｄ４３－ｎを受
信することで更新される。
【００７７】
　図５に示すように、個別料金表２１には、撮影ポスト１０の撮影ポストＩＤと、各曜日
・祝日の時間帯（例えば、０～８時、８～１８時、１８～２４時）ごとの料金（例えば、
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３０円か５０円）が設定される。
【００７８】
　＜撮影ポスト情報メモリ４０＞
　次に、図６を参照しながら、管理サーバ３０に接続される撮影ポスト情報メモリ４０の
データ構成を説明する。
【００７９】
　新たな撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝ｎ）を設置する際には、料金設定手段３１に
より、撮影ポスト情報メモリ４０に、撮影ポストデータｄ４１－ｎと料金データｄ４３－
ｎとが設定される。
【００８０】
　さらに、運用後の撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝ｎ）の監視結果を保存するための
状況データｄ４２－ｎのエリアが確保される。
【００８１】
　具体的には、図６に示すように、撮影ポストＩＤ＝００１の撮影ポスト１０についての
撮影ポストデータｄ４１－１は、撮影ポストＩＤ（例えば００１）と、確保した状況デー
タｄ４２－１（撮影ポスト１０の状況：正常又は不具合）のエリアのアドレス（メモリア
ドレス）であるポスト状況データアドレスとからなる。
【００８２】
　さらに、料金データｄ４３－１を設定するエリアのアドレス（メモリアドレス）である
料金データアドレスと、外部より入力される撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝００１）
が設置される場所等のポスト所在地（緯度経度、住所）と、保守連絡先と、インターネッ
ト１００を介してデータ通信を行うための通信アドレス（ＩＰアドレス等）と備考等から
なる。備考は、その他の当該撮影ポスト１０に特有な情報等を設定するためのエリアであ
る。
【００８３】
　同様に、撮影ポストＩＤ＝００２の撮影ポスト１０についての撮影ポストデータｄ４１
－２は、撮影ポストＩＤ（００２）と、状況データｄ４２－２のエリアのアドレスである
ポスト状況データアドレスと、料金データｄ４３－２を設定するエリアのアドレス（メモ
リアドレス）である料金データアドレスと、撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝００２）
が設置される場所等のポスト所在地と、保守連絡先と、インターネット１００を介してデ
ータ通信を行うための通信アドレス等からなる。
【００８４】
　このように、新たな撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝ｎ）が設置されるごとに、料金
設定手段３１により、撮影ポスト情報メモリ４０に、撮影ポストデータｄ４１－ｎ、料金
データｄ４３－ｎ、状況データｄ４２－ｎが追加される。
【００８５】
　料金データｄ４３－１、ｄ４３－２、・・・ｄ４３－ｎは、上述した各撮影ポスト１０
の個別料金表２１に設定したい情報を外部より入力することで、料金設定手段３１によっ
て設定され、運用開始後でも常時変更することができる。
【００８６】
　状況データｄ４２－１、ｄ４２－２、・・・ｄ４２－ｎは、運用開始後に監視手段３２
によって常時自動更新されるデータであり、各撮影ポスト１０との通信が可能かを示す通
信状況のデータ（例えば、通信＝正常）と、各撮影ポスト１０に含まれる各ユニットや機
器が正常に動作するかを診断した結果を示す機器状況のデータ（例えば、液晶タッチパネ
ル１３＝正常、リーダライタ１４＝正常、ＣＣＤカメラ１２＝正常）を含む。
【００８７】
　もし通信状況や機器状況に異常と設定されれば、管理者Ｍに警報が送信され、管理者Ｍ
は状況データｄ４２－１、ｄ４２－２、・・・ｄ４２－ｎを参照することで、状況を把握
し適切な対応をとることが可能となる。
【００８８】
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　＜画像ストレージ５０＞
　次に、図７を参照しながら、管理サーバ３０に接続される画像ストレージ５０のデータ
構成を説明する。
【００８９】
　新たな利用者Ｐｍがいずれかの撮影ポスト１０で撮影を行い、管理サーバ３０が当該撮
影ポスト１０から電話番号とカード番号と撮影ポストＩＤと撮影時刻と画像を受信すると
、画像記録手段３３により、画像ストレージ５０に、電話番号とカード番号等を含む利用
者情報ｄＰｍが設定され、画像ファイル群ｄ５１－ｍのエリアが確保されて撮影ポストＩ
Ｄと撮影時刻と画像が（ＧＰｍ－１）として保存される。
【００９０】
　具体的には、利用者Ｐ１がいずれかの撮影ポスト１０で撮影を行い、管理サーバ３０が
当該撮影ポスト１０から電話番号とカード番号と撮影ポストＩＤと撮影時刻と画像を受信
すると、画像記録手段３３は、利用者情報ｄＰ１に電話番号とカード番号を設定し、確保
した画像ファイル群ｄ５１－１のエリアのアドレスを画像保存先アドレスとして設定し、
利用者Ｐ１が管理サーバ３０にアクセスする際のアクセスコードを生成して設定する。さ
らに利用者情報ｄＰ１に、利用者Ｐ１が設定するためのＳＮＳ種別、ＳＮＳＩＤおよび認
証情報のエリアを設定して画像ストレージ５０に保存し、受信した撮影ポストＩＤと撮影
時刻と画像を（ＧＰ１－１）として、確保した画像ファイル群ｄ５１－１に保存する。
【００９１】
　利用者Ｐ１が再度撮影を行って、別の画像が送信されてくると、受信した撮影ポストＩ
Ｄと撮影時刻と画像を（ＧＰ１－２）として、確保した画像ファイル群ｄ５１－１に保存
する。
【００９２】
　同様に、新たな利用者Ｐ２の撮影により、撮影ポスト１０から電話番号とカード番号と
撮影ポストＩＤと撮影時刻と画像を受信すると、画像記録手段３３は、電話番号、カード
番号、生成したアクセスコード、確保した画像ファイル群ｄ５１－２のエリアのアドレス
を示す画像保存先アドレス、ＳＮＳ種別、ＳＮＳＩＤおよび認証情報のエリアを設定した
利用者情報ｄＰ２を画像ストレージ５０に保存し、受信した撮影ポストＩＤと撮影時刻と
画像を（ＧＰ２－１）として、次に送信されてくる撮影ポストＩＤと撮影時刻と画像を（
ＧＰ２－２）として、確保した画像ファイル群ｄ５１－２に保存する。
【００９３】
　このように、新たな利用者Ｐｍの撮影により、撮影ポスト１０から電話番号とカード番
号と撮影ポストＩＤと撮影時刻と画像を受信するごとに、画像記録手段３３は、利用者情
報ｄＰｍを追加していく。
【００９４】
　画像記録手段３３は、以後、利用者Ｐｍがいつでもどこの撮影ポスト１０で撮影しても
、当該撮影ポスト１０からカード番号とともに撮影ポストＩＤと撮影時刻と画像を受信す
ると、カード番号によって利用者Ｐｍを特定することができるので、確保してある画像フ
ァイル群ｄ５１－ｍに撮影ポストＩＤと撮影時刻と画像を、受信するごとに順次（ＧＰｍ
－２）、・・・（ＧＰｍ－ｋ）として保存していく。
【００９５】
　利用者Ｐｍは、画像を閲覧する際に、撮影ポストＩＤによってどこで撮影したか、撮影
時刻によっていつ撮影したかを知ることができる。
【００９６】
　（撮影システムにおける各行程シーケンス）
　本発明の撮影システムにおける各構成部にわたる全体的な操作とデータの流れについて
、情報設定行程、監視行程、新規の利用者Ｐｍの撮影行程、および登録済み利用者Ｐｍの
撮影行程に分割して、以下に説明する。
【００９７】
　＜情報設定行程＞
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　図８に示す情報設定行程は、新たな撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝ｎ）を設置する
際に行われる行程である。
【００９８】
　まず、管理者Ｍは、管理サーバ３０に接続された端末やインターネット１００経由で接
続されたコンピュータ、または外部記憶媒体等を用いて、料金設定手段３１に対して撮影
ポスト情報（撮影ポストＩＤ、ポスト所在地、保守連絡先、通信アドレス、備考）を入力
する（ｅ１）。
【００９９】
　料金設定手段３１は、入力された撮影ポスト情報に、状況データｄ４２－ｎを設定する
エリアのアドレスであるポスト状況データアドレスと、料金データｄ４３－ｎを設定する
エリアのアドレスである料金データアドレスを追加して、撮影ポストデータｄ４１－ｎと
して撮影ポスト情報メモリ４０に保存する（ｅ２）。
【０１００】
　つづいて、管理者Ｍは、料金設定手段３１に対して撮影ポスト１０の料金情報を入力す
る（ｅ３）。
【０１０１】
　料金設定手段３１は、入力された料金情報を、料金データアドレスの示すエリアに料金
データｄ４３－ｎとして保存する（ｅ４）。
【０１０２】
　次に、料金設定手段３１は、通信アドレスを宛先として、保存した料金情報を撮影ポス
ト１０の制御ユニット１５に送信する（ｅ５）。
【０１０３】
　制御ユニット１５は、受信した料金情報をメモリ２０の個別料金表２１に保存する（ｅ
６）。この個別料金表２１が保存される領域を第１のメモリともいう。また、第１のメモ
リには撮影ポストＩＤが記憶されている。
【０１０４】
　＜監視行程＞
　図９に示す監視行程は、設置した撮影ポスト１０（撮影ポストＩＤ＝ｎ）の動作を確認
する行程であり、所定の間隔で周期的に実施される。
【０１０５】
　まず、監視手段３２は、撮影ポスト１０の通信ユニット１７に対して通信応答の要求を
行う（ｅ１１）。
【０１０６】
　通信が正常であれば、通信ユニット１７から通信応答が返信されてくる（ｅ１２）。
【０１０７】
　監視手段３２は、通信応答をあれば状況データｄ４２－ｎの通信状況に「正常」と設定
し、通信応答がなければ「エラー」と設定する（ｅ１３）。
【０１０８】
　監視手段３２は、通信状況を判定して（ｅ１４）、正常でなければ管理者Ｍに警報を送
信する（ｅ１５）。
【０１０９】
　監視手段３２は、通信状況が正常であれば、撮影ポスト１０の制御ユニット１５に対し
て診断実行を要求する（ｅ１６）。
【０１１０】
　制御ユニット１５は、診断実行要求を受信して、液晶タッチパネル１３にテスト画面等
を表示できるか、表示確認を行う（ｅ１７）。
【０１１１】
　次に、制御ユニット１５は、決済ユニット１６に対してテスト起動を要求する（ｅ１８
）。
【０１１２】
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　決済ユニット１６は、テスト起動要求を受信して、リーダライタ１４の動作確認を行い
（ｅ１９）、その起動結果を制御ユニット１５に送信する（ｅ２０）。
【０１１３】
　つづいて、制御ユニット１５は、ＣＣＤカメラ１２に撮影の指示を送り（ｅ２１）、Ｃ
ＣＤカメラ１２から撮影結果として画像を受信する（ｅ２２）。
【０１１４】
　制御ユニット１５は、受信した画像にレンズの汚れ等による黒色の領域が生じていない
か等、画像の判定を行う（ｅ２３）。
【０１１５】
　制御ユニット１５は、上記の各部の診断の結果（液晶タッチパネル１３＝正常、リーダ
ライタ１４＝正常、ＣＣＤカメラ１２＝正常）を撮影ポストＩＤとともに監視手段３２に
送信する（ｅ２４）。
【０１１６】
　監視手段３２は、受信した撮影ポストＩＤから該当する撮影ポストデータｄ４１－ｎを
検出し、撮影ポストデータｄ４１－ｎの状況データアドレスの示す状況データｄ４２－ｎ
に、診断結果を機器状況として設定し（ｅ２５）、診断結果が正常であるか判定して、異
常がある場合には管理者Ｍに警報を送信する（ｅ２６）。
【０１１７】
　＜撮影行程＞
　つづいて、利用者Ｐｍによる撮影行程について説明するが、大きく新規の利用者Ｐｍの
撮影行程と登録済み利用者Ｐｍの撮影行程の２つに分けることができる。
【０１１８】
　図１０には、利用者Ｐｍに対して表示される液晶タッチパネル１３の画面の遷移を示さ
れており、図１１から図１４までの新規の利用者Ｐｍの撮影行程のシーケンスと、図１５
から図１７までの登録済み利用者Ｐｍの撮影行程のシーケンスの説明に際して参照する。
【０１１９】
　なお、図１０では、日本語による表示を図示しているが、他の外国語による表示も選択
できるものとする。
【０１２０】
　＜新規の利用者Ｐｍの撮影行程のシーケンス＞
　まず、新規の利用者Ｐｍの撮影行程のシーケンスについて説明する。
【０１２１】
　新規の利用者Ｐｍの撮影行程は、図１１に示すように、撮影ポスト１０の制御ユニット
１５が液晶タッチパネル１３に図１０（ア）に図示したメニュー画面を表示する状態から
開始される（ｅ３１）。
【０１２２】
　利用者Ｐｍは、液晶タッチパネル１３に表示されたメニュー画面の新規利用ボタンＢ１
と登録済みボタンＢ２のうち、新規利用ボタンＢ１を選択してタッチする（ｅ３２）。
【０１２３】
　制御ユニット１５は、新規利用ボタンＢ１が選択されたことを受信すると、図１０（イ
）に図示した電話番号入力画面を、液晶タッチパネル１３に表示する（ｅ３３）。
【０１２４】
　利用者Ｐｍは、電話番号入力画面のテンキーＢ３によって自分の電話番号をウインドウ
Ｃ１に打ち込み、最後に入力ボタンＢ４をタッチして、電話番号を入力する（ｅ３４）。
【０１２５】
　制御ユニット１５は、電話番号を受信すると、現在時刻により個別料金表２１を検索し
て、料金を読み出す（ｅ３５）。この電話番号はメモリ２０に一時記憶される。この一時
記憶される領域を第２のメモリとも称する。
【０１２６】
　制御ユニット１５は、読み出した料金をパラメータとして設定して決済ユニット１６を



(18) JP 6286595 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

起動する（ｅ３６）。
【０１２７】
　同時に制御ユニット１５は、図１０（ウ）に図示するように、例えば「料金：５０円　
カードをリーダにタッチしてください」のように料金支払い指示画面を液晶タッチパネル
１３に表示する（ｅ３７）。
【０１２８】
　利用者Ｐｍは、指示に従って電子決済カード７１をリーダライタ１４にタッチする（ｅ
３８）。
【０１２９】
　撮影ポスト１０の決済ユニット１６は、リーダライタ１４によって電子決済カード７１
のカード情報を取得する（ｅ３９）。このカード情報はメモリ２０に記憶される。このカ
ード情報が一時記憶される領域を第３のメモリと称する。
【０１３０】
　決済ユニット１６は、取得したカード情報（カード番号、残金を含む）をインターネッ
ト１００経由で外部の電子決済サーバ７０に送信して決済処理を要求し（ｅ４０）、電子
決済サーバ７０から決済完了の通知を受信する（ｅ４１）。このとき、決済ユニット１６
は、カード番号に関連付けられている現在の残金と料金との差を求めこの差を新たな残金
とし、この新たな残金と現在時刻（撮影時刻）とを更新情報としてリーダライタ１４に出
力して書き込みさせてもよい。
【０１３１】
　決済ユニット１６は、決済が正常に完了したことを利用者Ｐｍに知らせる完了音を鳴動
させ（ｅ４２）、制御ユニット１５にカード情報のうちのカード番号とともに決済完了を
通知する（ｅ４３）。
【０１３２】
　つづいて、図１２に示すように、制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に図１０
（エ）に図示する撮影操作画面を表示する（ｅ４４）。
【０１３３】
　利用者Ｐｍは、撮影操作画面の撮影ボタンＢ５をタッチする（ｅ４５）。
【０１３４】
　制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に、まず図１０（オ）に図示する画面を表
示して撮影までの時間を利用者Ｐｍに通知し、次に図１０（カ）から図１０（ク）までの
撮影カウント画面を表示しながら、カウントダウンを行う（ｅ４６）。
【０１３５】
　制御ユニット１５は、撮影時間になるとＣＣＤカメラ１２に撮影を指示し（ｅ４７）、
ＣＣＤカメラ１２は、指示に従って利用者Ｐｍの撮影を行い（ｅ４８）、撮影した画像を
制御ユニット１５に送信する（ｅ４９）。
【０１３６】
　制御ユニット１５は、画像を受信すると、利用者Ｐｍが入力した電話番号、決済ユニッ
ト１６から受信したカード番号、当該撮影ポスト１０の撮影ポストＩＤ、撮影時刻ととも
に、画像を管理サーバ３０の画像記録手段３３に送信する（ｅ５０）。
【０１３７】
　画像記録手段３３は、制御ユニット１５から受信したデータに電話番号が設定されてい
るかを判定し（ｅ５１）、あれば新規処理を続け、なければ後述する登録済処理（図１６
）へ移行するが、ここでは新規利用であるので図１３に進む。
【０１３８】
　画像記録手段３３は、受信したデータのうちの電話番号で画像ストレージ５０を検索し
（ｅ５２）、既に同じ電話番号の利用者情報ｄＰｍがないか判定する（ｅ５３）。
【０１３９】
　画像記録手段３３は、利用者情報ｄＰｍがないため、受信したデータのうちの電話番号
とカード番号等を含めた新たな利用者情報ｄＰｍを作成して、画像ストレージ５０に保存
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する（ｅ５４）。
【０１４０】
　利用者Ｐｍは新規利用ボタンＢ１をタッチして利用しているので、同じ電話番号の利用
者情報ｄＰｍはないことになるが、利用者Ｐｍが誤って新規利用ボタンＢ１をタッチする
場合もあり得るため、既に存在すれば新しく利用者情報ｄＰｍを作成しないようにする。
【０１４１】
　画像記録手段３３は、受信したデータのうち撮影ポストＩＤ、撮影時刻、および画像を
画像ストレージ５０の画像ファイル群ｄ５１－ｍに保存する（ｅ５５）。
【０１４２】
　画像記録手段３３は、利用者Ｐｍが管理サーバ３０にアクセスする際のアクセスコード
を作成し、利用者情報ｄＰｍに設定し（ｅ５６）、さらに作成したアクセスコードを利用
者Ｐｍの携帯型端末６０にＳＭＳで送信する（ｅ５７）。
【０１４３】
　最後に、画像記録手段３３は、制御ユニット１５に画像記録完了を通知し（ｅ５８）、
それを受信した制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に図１０（ケ）に図示する撮
影完了画面を表示する（ｅ５９）。
【０１４４】
　つづいて、図１４に示すように、撮影後にアクセスコードを受信した利用者Ｐｍは、携
帯型端末６０を操作して電話番号と受信したアクセスコードを入力して管理サーバ３０に
アクセスする（ｅ６０）。
【０１４５】
　管理サーバ３０の画像記録手段３３は、受信した電話番号で画像ストレージ５０から該
当の利用者情報ｄＰｍを検出し、そこに設定されたアクセスコードと受信したアクセスコ
ードを照合して利用者Ｐｍの認証を行う（ｅ６１）。
【０１４６】
　画像記録手段３３は、認証後に、利用者情報ｄＰｍに設定された画像保存先アドレスが
示すエリアの画像ファイル群ｄ５１－ｍを読出し（ｅ６２）、これを利用者Ｐｍの携帯型
端末６０に送信して画面に表示させる（ｅ６３）。
【０１４７】
　さらに、利用者ＰｍがＳＮＳへの転送を望む場合、ＳＮＳ種別とＳＮＳＩＤと認証情報
を画像記録手段３３に送信して設定を行う（ｅ６４）。
【０１４８】
　画像記録手段３３は、ＳＮＳ情報（ＳＮＳ種別とＳＮＳＩＤと認証情報）を利用者情報
ｄＰｍに保存する（ｅ６５）。
【０１４９】
　さらに、画像記録手段３３は、ＳＮＳ種別により特定した外部のＳＮＳサーバ８０に、
ＳＮＳＩＤと認証情報でアクセスし（ｅ６６）、画像を転送する（ｅ６７）。
【０１５０】
　利用者Ｐｍは、携帯型端末６０からＳＮＳサーバ８０にアクセスして、転送された画像
を閲覧する（ｅ６８）。
【０１５１】
　＜登録済み利用者Ｐｍの撮影行程のシーケンス＞
　つづいて、登録済み利用者Ｐｍの撮影行程のシーケンスについて説明する。
【０１５２】
　登録済み利用者Ｐｍの撮影行程も、図１５に示すように、撮影ポスト１０の制御ユニッ
ト１５が液晶タッチパネル１３に図１０（ア）に図示したメニュー画面を表示する状態か
ら開始される（ｅ７０）。
【０１５３】
　利用者Ｐｍは、液晶タッチパネル１３に表示されたメニュー画面の新規利用ボタンＢ１
と登録済みボタンＢ２のうち、登録済みボタンＢ２を選択してタッチする（ｅ７１）。
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【０１５４】
　制御ユニット１５は、登録済みボタンＢ２が選択されたことを受信すると、新規利用の
場合には表示していた図１０（イ）に図示した電話番号入力画面を表示せず、すぐに現在
時刻により個別料金表２１を検索して、料金を読み出す（ｅ７２）。
【０１５５】
　これにより、利用者Ｐｍが毎回電話番号を入力する手間を省くことができて、操作性を
向上させることができる。
【０１５６】
　制御ユニット１５は、読み出した料金をパラメータとして設定して決済ユニット１６を
起動する（ｅ７３）。
【０１５７】
　同時に制御ユニット１５は、図１０（ウ）に図示するように、例えば「料金：５０円　
カードをリーダにタッチしてください」のように料金支払い指示画面を液晶タッチパネル
１３に表示する（ｅ７４）。
【０１５８】
　利用者Ｐｍは、指示に従って電子決済カード７１をリーダライタ１４にタッチする（ｅ
７５）。
【０１５９】
　決済ユニット１６は、リーダライタ１４によって電子決済カード７１のカード情報を取
得する（ｅ７６）。
【０１６０】
　決済ユニット１６は、取得したカード情報をインターネット１００経由で外部の電子決
済サーバ７０に送信して決済処理を要求し（ｅ７７）、電子決済サーバ７０から決済完了
の通知を受信する（ｅ７８）。
【０１６１】
　決済ユニット１６は、決済が正常に完了したことを利用者Ｐｍに知らせる完了音を鳴動
させ（ｅ７９）、制御ユニット１５にカード情報のうちのカード番号とともに決済完了を
通知する（ｅ８０）。
【０１６２】
　つづいて、図１２を参照しながら上述した（ｅ４４）から（ｅ５１）までの新規利用と
同じ撮影ステップを行う（ｅ８１）。
【０１６３】
　ただし、今回は利用者Ｐｍによって電話番号は入力されないため、制御ユニット１５は
、（ｅ５０）のステップで画像記録手段３３に送信していた電話番号に、「データなし」
と設定して送信し、それを受信した画像記録手段３３では、受信したデータに電話番号が
設定されているかの判定で（ｅ５１）、「データなし」となり図１６に示す登録済処理に
進む。
【０１６４】
　図１６に示すように、画像記録手段３３は、受信したデータのうちのカード番号で画像
ストレージを検索し、該当の利用者情報ｄＰｍを検出し（ｅ８２）、検出された利用者情
報ｄＰｍの個数を判定する（ｅ８３）。この受信したデータを第２のデータと称し、図示
しない第４のメモリに記憶する。
【０１６５】
　利用者Ｐｍが初めて利用した際に、カード番号を含む利用者情報ｄＰｍが作成されてい
るため、通常、前回と同じ電子決済カード７１を利用していれば、同じカード番号を含む
利用者情報ｄＰｍが１個だけ検出されることになる。
【０１６６】
　これにより、利用者Ｐｍが電話番号を入力しなくても、該当の利用者情報ｄＰｍを検出
することができる。
【０１６７】
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　しかし、利用者Ｐｍが前回と異なる新しい電子決済カード７１を利用していれば、新た
なカード番号を含む利用者情報ｄＰｍは存在していないため、該当する利用者情報ｄＰｍ
は０個となる。
【０１６８】
　また、利用者Ｐｍが友人等と同じ電子決済カード７１を利用して決済していると、友人
の利用者情報ｄＰｍにも同じカード番号が含まれていることになるため、該当する利用者
情報ｄＰｍは２個以上となる。
【０１６９】
　このような状態を救済するために、後述する図１７に示す再設定ルートを備える。
【０１７０】
　ここでは、利用者情報ｄＰｍが１個だけ検出される通常ルートに進み、画像記録手段３
３は、検出した利用者情報ｄＰｍに設定された画像保存先アドレスを読み出す（ｅ８４）
。
【０１７１】
　画像記録手段３３は、読み出した画像保存先アドレスの示す画像ファイル群ｄ５１－ｍ
に、制御ユニット１５から受信したデータのうち撮影ポストＩＤ、撮影時刻、および画像
を保存する（ｅ８５）。
【０１７２】
　画像記録手段３３は、利用者Ｐｍが管理サーバ３０にアクセスする際のアクセスコード
を作成し、利用者情報ｄＰｍに設定し（ｅ８６）、さらに作成したアクセスコードを利用
者Ｐｍの携帯型端末６０にＳＭＳで送信する（ｅ８７）。
【０１７３】
　画像記録手段３３は、制御ユニット１５に画像記録完了を通知し（ｅ８８）、それを受
信した制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に図１０（ケ）に図示する撮影完了画
面を表示する（ｅ８９）。
【０１７４】
　さらに、画像記録手段３３は、利用者情報ｄＰｍに設定されたＳＮＳ情報を読出し（ｅ
９０）、ＳＮＳ情報の含まれるＳＮＳ種別により特定した外部のＳＮＳサーバ８０に、Ｓ
ＮＳＩＤと認証情報でアクセスし（ｅ９１）、画像を転送する（ｅ９２）。
【０１７５】
　＜再設定ルートのシーケンス＞
　次に、（ｅ８３）の判定で、利用者情報ｄＰｍを１個に確定できなかった場合の再設定
ルートのシーケンスについて説明する。
【０１７６】
　図１７に示すように、カード番号だけでは利用者情報ｄＰｍを特定できなかったため、
画像記録手段３３は、制御ユニット１５に、電話番号の入力を要求する（ｅ１００）。
【０１７７】
　制御ユニット１５は、電話番号入力の要求を受信すると、液晶タッチパネル１３に図１
０（イ）に図示する電話番号入力画面を表示する（ｅ１０１）。
【０１７８】
　利用者Ｐｍは、電話番号入力画面のテンキーＢ３によって自分の電話番号をウインドウ
Ｃ１に打ち込み、最後に入力ボタンＢ４をタッチして、電話番号を入力する（ｅ１０２）
。
【０１７９】
　制御ユニット１５は、入力された電話番号を受信すると、その電話番号を画像記録手段
３３に通知する（ｅ１０３）。
【０１８０】
　画像記録手段３３は、受信した電話番号で画像ストレージ５０を検索し（ｅ１０４）、
既に同じ電話番号の利用者情報ｄＰｍがないか判定する（ｅ１０５）。
【０１８１】
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　画像記録手段３３は、もし利用者情報ｄＰｍがなければ、新規利用と判断して図１３の
（ｅ５４）のステップに移行して、受信したデータのうちの電話番号とカード番号を含め
た新たな利用者情報ｄＰｍを作成するが、通常は受信した電話番号によって既に保存され
た利用者情報ｄＰｍを特定し、次に進む。
【０１８２】
　画像記録手段３３は、特定した利用者情報ｄＰｍに、制御ユニット１５から受信してい
たカード番号を新たに設定し直す（ｅ１０６）。
【０１８３】
　画像記録手段３３は、特定した利用者情報ｄＰｍに設定された画像保存先アドレスを読
み出す（ｅ１０７）。
【０１８４】
　画像記録手段３３は、読み出した画像保存先アドレスの示す画像ファイル群ｄ５１－ｍ
に、制御ユニット１５から受信したデータのうち撮影ポストＩＤ、撮影時刻、および画像
を保存する（ｅ１０８）。
【０１８５】
　画像記録手段３３は、利用者Ｐｍが管理サーバ３０にアクセスする際のアクセスコード
を作成し、利用者情報ｄＰｍに設定し（ｅ１０９）、さらに作成したアクセスコードを利
用者Ｐｍの携帯型端末６０にＳＭＳで送信する（ｅ１１０）。
【０１８６】
　画像記録手段３３は、制御ユニット１５に画像記録完了を通知し（ｅ１１１）、それを
受信した制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に図１０（ケ）に図示する撮影完了
画面を表示する（ｅ１１２）。
【０１８７】
　さらに、画像記録手段３３は、利用者情報ｄＰｍに設定されたＳＮＳ情報を読出し、Ｓ
ＮＳ情報の含まれるＳＮＳ種別により特定した外部のＳＮＳサーバ８０に、ＳＮＳＩＤと
認証情報でアクセスし、画像を転送する（ｅ１１３）。
【０１８８】
　（撮影システムの各手段およびユニットの処理フロー）
　つづいて、撮影システムを構成する手段およびユニットの各々について、処理フロー図
を参照しながら、詳細に説明する。
【０１８９】
　まず、管理サーバ３０に含まれる料金設定手段３１、監視手段３２、および画像記録手
段３３について説明する。
【０１９０】
　＜料金設定手段３１＞
　図１８に示すように、料金設定手段３１は、撮影ポスト情報メモリ４０に撮影ポストデ
ータｄ４１－ｎと料金データｄ４３－ｎを設定する手段である。
【０１９１】
　まず、料金設定手段３１は、管理者Ｍが入力した撮影ポスト情報を受信する（Ｓ３１－
１）。
【０１９２】
　料金設定手段３１は、撮影ポスト情報メモリ４０に、料金データｄ４３－ｎを設定する
エリアと、監視結果を保存するための状況データｄ４２－ｎのエリアを確保し、それぞれ
のアドレスを料金データアドレスとポスト状況データアドレスとして、入力された撮影ポ
スト情報に追加して、撮影ポストデータｄ４１－ｎとして保存する（Ｓ３１－２）。
【０１９３】
　また、料金設定手段３１は、管理者Ｍが入力した料金情報を受信する（Ｓ３１－３）。
【０１９４】
　料金設定手段３１は、入力された料金情報に含まれる撮影ポストＩＤをキーに、撮影ポ
スト情報メモリ４０から該当する撮影ポストデータｄ４１－ｎを検出する（Ｓ３１－４）
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。
【０１９５】
　料金設定手段３１は、検出した撮影ポストデータｄ４１－ｎに設定された料金データア
ドレスに、入力された料金情報を料金データｄ４３－ｎとして保存する（Ｓ３１－５）。
【０１９６】
　さらに、料金設定手段３１は、検出した撮影ポストデータｄ４１－ｎに設定された通信
アドレスを宛先として、撮影ポスト１０に料金データｄ４３－ｎを送信する（Ｓ３１－６
）。
【０１９７】
　＜監視手段３２＞
　図１９に示すように、監視手段３２は、撮影ポスト１０との通信と設置された機器の動
作を監視する手段である。
【０１９８】
　まず、監視手段３２は、撮影ポスト情報メモリ４０から各撮影ポスト１０の撮影ポスト
データｄ４１－ｎを読出し、撮影ポストデータｄ４１－ｎに設定された通信アドレスに対
して通信応答要求を送信する（Ｓ３２－１）。
【０１９９】
　監視手段３２は、各撮影ポスト１０から通信応答があるかどうかを判定する（Ｓ３２－
２）。
【０２００】
　通信応答がない場合、監視手段３２は、各撮影ポスト１０の該当する状況データｄ４２
－ｎの通信状況に「エラー」と記録し（Ｓ３２－３）、管理者Ｍに警報を送信する（Ｓ３
２－４）。
【０２０１】
　一方、通信応答があった場合、監視手段３２は、各撮影ポスト１０の該当する状況デー
タｄ４２－ｎの通信状況に「正常」と記録する（Ｓ３２－５）。
【０２０２】
　つづいて、監視手段３２は、各撮影ポスト１０の制御ユニット１５に対して、診断実行
要求を送信する（Ｓ３２－６）。
【０２０３】
　監視手段３２は、各撮影ポスト１０の制御ユニット１５から、撮影ポストＩＤと診断結
果を受信する（Ｓ３２－７）。
【０２０４】
　監視手段３２は、受信した撮影ポストＩＤから該当する撮影ポストデータｄ４１－ｎを
検出し、撮影ポストデータｄ４１－ｎの状況データアドレスの示す状況データｄ４２－ｎ
に、診断結果を機器状況として記録する（Ｓ３２－８）。
【０２０５】
　監視手段３２は、受信した診断結果に異常が含まれていないか判定し（Ｓ３２－９）、
異常がある場合のみ、管理者Ｍに警報を送信する（Ｓ３２－１０）。
【０２０６】
　＜画像記録手段３３＞
　画像記録手段３３は、撮影ポスト１０から送信されてくる「電話番号＋カード番号＋撮
影ポストＩＤ＋撮影時刻＋画像」の１組のデータを受信することで、画像ストレージ５０
への利用者Ｐｍの利用者情報ｄＰｍの作成、画像の保存とＳＮＳへの転送を行う一方、利
用者Ｐｍからの電話番号とアクセスコードによるアクセスに対して、保存した画像の表示
やＳＮＳ情報の設定を行う。
【０２０７】
　まず、図２０に示すように、画像記録手段３３は、撮影ポスト１０から「電話番号＋カ
ード番号＋撮影ポストＩＤ＋撮影時刻＋画像」の１組のデータを受信する（Ｓ３３－１）
。
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【０２０８】
　画像記録手段３３は、受信したデータの電話番号には、実際に電話番号のデータがある
か判定する（Ｓ３３－２）。
【０２０９】
　データなしの場合、画像記録手段３３は、利用者Ｐｍが登録済みボタンＢ２をタッチし
て撮影したものと判断し、図２１に示す登録済み処理に移行し、データありの場合、画像
記録手段３３は、電話番号で画像ストレージ５０を検索する（Ｓ３３－３）。
【０２１０】
　画像記録手段３３は、該当する同じ電話番号を含む利用者情報ｄＰｍがないか判定する
（Ｓ３３－４）。
【０２１１】
　該当する利用者情報ｄＰｍがある場合、利用者Ｐｍがすでに登録済みであるにもかかわ
らず、新規利用ボタンＢ１をタッチして撮影したものと判断し、画像記録手段３３は、新
たな利用者情報ｄＰｍの作成をスキップし、該当する利用者情報ｄＰｍがない場合、受信
したデータのうちの電話番号とカード番号を含めた新たな利用者情報ｄＰｍを作成して、
画像ストレージ５０に保存する（Ｓ３３－５）。
【０２１２】
　さらに、画像記録手段３３は、画像ファイル群ｄ５１－ｍのためのメモリを確保し、そ
のアドレスを画像保存先アドレスとして、保存した利用者情報ｄＰｍに設定する（Ｓ３３
－６）。
【０２１３】
　画像記録手段３３は、画像保存先アドレスの示す画像ファイル群ｄ５１－ｍに、受信し
たデータのうち撮影ポストＩＤ、撮影時刻、および画像を保存する（Ｓ３３－７）。
【０２１４】
　画像記録手段３３は、利用者Ｐｍが管理サーバ３０にアクセスする際のアクセスコード
を作成し、利用者情報ｄＰｍに設定する（Ｓ３３－８）。
【０２１５】
　また、画像記録手段３３は、作成したアクセスコードを利用者Ｐｍの携帯型端末６０に
ＳＭＳで送信する（Ｓ３３－９）。
【０２１６】
　最後に、画像記録手段３３は、制御ユニット１５に画像記録完了を通知する（Ｓ３３－
１０）。
【０２１７】
　次に、図２１を参照しながら、利用者Ｐｍが登録済みボタンＢ２をタッチして撮影した
場合の処理について説明する。
【０２１８】
　この場合も、撮影ポスト１０からは、「電話番号＋カード番号＋撮影ポストＩＤ＋撮影
時刻＋画像」の１組のデータが送信されてくるが、電話番号のパラメータには「データな
し」と設定されてくるため、前述したステップ（Ｓ３３－２）の判定により、図２１の処
理に移行してくる。
【０２１９】
　図２１に示すように、画像記録手段３３は、受信したデータのうちのカード番号で画像
ストレージ５０から該当の利用者情報ｄＰｍを検出する（Ｓ３３－１１）。
【０２２０】
　画像記録手段３３は、検出された利用者情報ｄＰｍの個数を判定する（Ｓ３３－１２）
。
【０２２１】
　利用者Ｐｍが初めて利用した際に、カード番号を含む利用者情報ｄＰｍが作成されてい
るため、通常、前回と同じ電子決済カード７１を利用していれば、同じカード番号を含む
利用者情報ｄＰｍが１個だけ検出されることになる。
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【０２２２】
　しかし、利用者Ｐｍが前回と異なる新しい電子決済カード７１を利用していれば、新た
なカード番号を含む利用者情報ｄＰｍは存在していないため、該当する利用者情報ｄＰｍ
は０個となる。
【０２２３】
　また、利用者Ｐｍが友人等と同じ電子決済カード７１を利用して決済していると、友人
の利用者情報ｄＰｍにも同じカード番号が含まれていることになるため、該当する利用者
情報ｄＰｍは２個以上となる。
【０２２４】
　よって、画像記録手段３３は、利用者情報ｄＰｍが０個や２個以上の場合、図２２に示
す再設定ルートに進み、利用者情報ｄＰｍが１個の場合、以下の通常ルートに進む。
【０２２５】
　画像記録手段３３は、検出した利用者情報ｄＰｍに設定された画像保存先アドレスを読
み出す（Ｓ３３－１３）。
【０２２６】
　画像記録手段３３は、読み出した画像保存先アドレスの示す画像ファイル群ｄ５１－ｍ
に、制御ユニット１５から受信したデータのうち撮影ポストＩＤ、撮影時刻、および画像
を保存する（Ｓ３３－１４）。
【０２２７】
　画像記録手段３３は、利用者Ｐｍが管理サーバ３０にアクセスする際のアクセスコード
を作成し、利用者情報ｄＰｍに設定する（Ｓ３３－１５）。
【０２２８】
　さらに、画像記録手段３３は、作成したアクセスコードを利用者Ｐｍの携帯型端末６０
にＳＭＳで送信する（Ｓ３３－１６）。
【０２２９】
　画像記録手段３３は、撮影ポスト１０の制御ユニット１５に画像記録完了を通知する（
Ｓ３３－１７）。
【０２３０】
　つづいて、画像記録手段３３は、利用者情報ｄＰｍに設定されたＳＮＳ情報を読出す（
Ｓ３３－１８）。
【０２３１】
　画像記録手段３３は、ＳＮＳ情報の設定があるかどうか判定し、なければ処理を終了し
、ＳＮＳ情報が設定されていれば、処理を進める（Ｓ３３－１９）。
【０２３２】
　画像記録手段３３は、ＳＮＳ情報に含まれるＳＮＳ種別により特定した外部のＳＮＳサ
ーバ８０に、ＳＮＳＩＤと認証情報でアクセスする（Ｓ３３－２０）。
【０２３３】
　最後に画像記録手段３３は、ＳＮＳサーバ８０に画像を転送して、登録済みの通常ルー
トの処理を終了する（Ｓ３３－２１）。
【０２３４】
　次に、図２２を参照しながら、利用者情報ｄＰｍを１個に特定できなかった場合の再設
定ルートについて説明する。
【０２３５】
　図２２に示すように、カード番号だけでは利用者情報ｄＰｍを特定できなかったため、
画像記録手段３３は、撮影ポスト１０の制御ユニット１５に、電話番号の入力を要求する
（Ｓ３３－２２）。
【０２３６】
　画像記録手段３３は、撮影ポスト１０の制御ユニット１５から受信する（Ｓ３３－２３
）。
【０２３７】
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　画像記録手段３３は、受信した電話番号で画像ストレージ５０を検索する（Ｓ３３－２
４）。
【０２３８】
　画像記録手段３３は、該当する同じ電話番号を含む利用者情報ｄＰｍがあるか判定し、
ない場合は、図２０のステップ（Ｓ３３－５）の利用者情報ｄＰｍの作成に移行し、ある
場合は、以下のステップに進む（Ｓ３３－２５）。
【０２３９】
　画像記録手段３３は、特定した利用者情報ｄＰｍに、制御ユニット１５から受信してい
たカード番号を新たに設定し直す（Ｓ３３－２６）。
【０２４０】
　画像記録手段３３は、特定した利用者情報ｄＰｍに設定された画像保存先アドレスを読
み出す（Ｓ３３－２７）。
【０２４１】
　画像記録手段３３は、読み出した画像保存先アドレスの示す画像ファイル群ｄ５１－ｍ
に、制御ユニット１５から受信したデータのうち撮影ポストＩＤ、撮影時刻、および画像
を保存する（Ｓ３３－２８）。
【０２４２】
　画像記録手段３３は、利用者Ｐｍが管理サーバ３０にアクセスする際のアクセスコード
を作成し、利用者情報ｄＰｍに設定する（Ｓ３３－２９）。
【０２４３】
　さらに、画像記録手段３３は、作成したアクセスコードを利用者Ｐｍの携帯型端末６０
にＳＭＳで送信する（Ｓ３３－３０）。
【０２４４】
　画像記録手段３３は、撮影ポスト１０の制御ユニット１５に画像記録完了を通知する（
Ｓ３３－３１）。
【０２４５】
　つづいて、画像記録手段３３は、利用者情報ｄＰｍに設定されたＳＮＳ情報を読出す（
Ｓ３３－３２）。
【０２４６】
　画像記録手段３３は、ＳＮＳ情報の設定があるかどうか判定し、なければ処理を終了し
、ＳＮＳ情報が設定されていれば、処理を進める（Ｓ３３－３３）。
【０２４７】
　画像記録手段３３は、ＳＮＳ情報に含まれるＳＮＳ種別により特定した外部のＳＮＳサ
ーバ８０に、ＳＮＳＩＤと認証情報でアクセスする（Ｓ３３－３４）。
【０２４８】
　最後に画像記録手段３３は、ＳＮＳサーバ８０に画像を転送して、再設定ルートの処理
を終了する（Ｓ３３－３５）。
【０２４９】
　次に、図２３を参照しながら、管理サーバ３０の画像記録手段３３と利用者Ｐｍの携帯
型端末６０との間でのデータの送受信の処理について説明する。
【０２５０】
　画像記録手段３３は、撮影後にアクセスコードを受信した利用者Ｐｍから、電話番号と
受信したアクセスコードによりアクセス要求を受信する（Ｓ３３－３６）。
【０２５１】
　画像記録手段３３は、受信した電話番号で画像ストレージ５０から該当の利用者情報ｄ
Ｐｍを検出する（Ｓ３３－３７）。
【０２５２】
　画像記録手段３３は、検出した利用者情報ｄＰｍに設定されたアクセスコードと受信し
たアクセスコードを照合して利用者Ｐｍの認証を行う（Ｓ３３－３８）。
【０２５３】
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　画像記録手段３３は、認証ができたかを判定する（Ｓ３３－３９）。
【０２５４】
　認証ができなかった場合、画像記録手段３３は、利用者Ｐｍの携帯型端末６０にエラー
を送信する（Ｓ３３－４０）。
【０２５５】
　認証ができた場合、画像記録手段３３は、利用者情報ｄＰｍに設定された画像保存先ア
ドレスが示すエリアの画像ファイル群ｄ５１－ｍを読み出す（Ｓ３３－４１）。
【０２５６】
　画像記録手段３３は、画像ファイル群ｄ５１－ｍに保存された画像を読み出して、利用
者Ｐｍの携帯型端末６０に表示する（Ｓ３３－４２）。
【０２５７】
　さらに、画像記録手段３３は、利用者ＰｍからＳＮＳ設定の要求があるか判定し、なけ
れば処理を終了する（Ｓ３３－４３）。
【０２５８】
　ＳＮＳ設定の要求がある場合、画像記録手段３３は、利用者ＰｍからＳＮＳ種別とＳＮ
ＳＩＤと認証情報を含むＳＮＳ情報を受信する（Ｓ３３－４４）。
【０２５９】
　画像記録手段３３は、ＳＮＳ情報（ＳＮＳ種別とＳＮＳＩＤと認証情報）を利用者情報
ｄＰｍに保存する（Ｓ３３－４５）。
【０２６０】
　さらに、画像記録手段３３は、ＳＮＳ種別により特定した外部のＳＮＳサーバ８０に、
ＳＮＳＩＤと認証情報でアクセスする（Ｓ３３－４６）。
【０２６１】
　最後に、画像記録手段３３は、ＳＮＳサーバ８０に指定された画像を転送して、処理を
終了する（Ｓ３３－４７）。
【０２６２】
　以上が、管理サーバ３０に含まれる各手段の処理についての説明となり、これより、撮
影ポスト１０に含まれる各ユニットの説明を行う。
【０２６３】
　＜通信ユニット１７＞
　通信ユニット１７は、撮影ポスト１０の内部では制御ユニット１５と決済ユニット１６
に接続しており、外部ではインターネット１００に接続している。
【０２６４】
　通信ユニット１７は、制御ユニット１５と管理サーバ３０との間のデータ通信と、決済
ユニット１６と電子決済サーバ７０との間のデータ通信を、インターネット１００を介し
て行うための制御を行う。
【０２６５】
　また、通信ユニット１７は、管理サーバ３０から通信応答要求があった場合は、通信応
答を返信する。
【０２６６】
　＜決済ユニット１６＞
　決済ユニット１６は、前述した通信ユニット１７と接続しているほかに、制御ユニット
１５とリーダライタ１４に接続している。
【０２６７】
　決済ユニット１６は、制御ユニット１５から請求すべき料金を通知されると、利用者Ｐ
ｍがタッチした電子決済カード７１から、リーダライタ１４によってカード情報を読み取
り、料金とカード情報を電子決済サーバ７０に送信して決済を行う。
【０２６８】
　決済ユニット１６は、決済が完了すると、リーダライタ１４から完了音を鳴らし、利用
者Ｐｍに完了を通知すると同時に、制御ユニット１５にカード情報のうちのカード番号を
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通知する。
【０２６９】
　また、決済ユニット１６は、制御ユニット１５から診断要求があった場合は、リーダラ
イタ１４の動作を確認し、結果を制御ユニット１５に返信する。
【０２７０】
　＜制御ユニット１５＞
　制御ユニット１５は、前述した通信ユニット１７と決済ユニット１６と接続しているほ
かに、個別料金表２１を含むメモリ２０と、液晶タッチパネル１３と、ＣＣＤカメラ１２
に接続している。
【０２７１】
　制御ユニット１５には、個別料金表２１への料金設定処理と、撮影ポスト１０に含まれ
る各機器の診断処理と、利用者Ｐｍの撮影処理が含まれる。
【０２７２】
　まず、料金設定処理について、図２４を参照しながら説明する。
【０２７３】
　制御ユニット１５は、管理サーバ３０の料金設定手段３１から、料金情報を受信する（
Ｓ１５－１）。
【０２７４】
　制御ユニット１５は、受信した料金情報をメモリ２０内の個別料金表２１に設定する（
Ｓ１５－２）。
【０２７５】
　次に、診断処理について、図２５を参照しながら説明する。
【０２７６】
　制御ユニット１５は、管理サーバ３０の監視手段３２から診断実行要求を受信する（Ｓ
１５－３）。
【０２７７】
　制御ユニット１５は、診断実行要求を受信して、液晶タッチパネル１３にテスト画面等
を表示できるか表示確認を試行し、その結果（例えば、液晶タッチパネル１３＝正常）を
診断結果としてメモリ２０に記録する（Ｓ１５－４）。
【０２７８】
　次に、制御ユニット１５は、決済ユニット１６に対してテスト起動を要求する（Ｓ１５
－５）。
【０２７９】
　制御ユニット１５は、決済ユニット１６からリーダライタ１４の動作確認の結果を受信
し、当該結果（例えば、リーダライタ１４＝正常）をメモリ２０の診断結果に追加する（
Ｓ１５－６）。
【０２８０】
　つづいて、制御ユニット１５は、ＣＣＤカメラ１２にテスト撮影の指示を送る（Ｓ１５
－７）。
【０２８１】
　制御ユニット１５は、ＣＣＤカメラ１２から撮影結果として画像を受信し、受信した画
像にレンズの汚れ等による黒色の領域が生じていないか等、画像の判定を行い、その結果
（例えば、ＣＣＤカメラ１２＝正常）をメモリ２０の診断結果に追加する（Ｓ１５－８）
。
【０２８２】
　制御ユニット１５は、上記の各部の診断の結果（液晶タッチパネル１３＝正常、リーダ
ライタ１４＝正常、ＣＣＤカメラ１２＝正常）を、撮影ポストＩＤとともに管理サーバ３
０の監視手段３２に送信する（Ｓ１５－９）。
【０２８３】
　最後に、撮影処理について、図２６と図２７を参照しながら説明する。
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【０２８４】
　図２６に示すように、制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に図１０（ア）に図
示したメニュー画面を表示する（Ｓ１５－１０）。
【０２８５】
　制御ユニット１５は、利用者Ｐｍが液晶タッチパネル１３に表示されたメニュー画面で
選択してタッチしたボタンの情報を受信する（Ｓ１５－１１）。
【０２８６】
　制御ユニット１５は、利用者Ｐｍの選択が新規利用ボタンＢ１か登録済みボタンＢ２か
を判定する（Ｓ１５－１２）。
【０２８７】
　新規利用ボタンＢ１が選択された場合のみ、制御ユニット１５は、図１０（イ）に図示
した電話番号入力画面を、液晶タッチパネル１３に表示し（Ｓ１５－１３）、利用者Ｐｍ
によって入力された電話番号を受信する（Ｓ１５－１４）。
【０２８８】
　次に、制御ユニット１５は、現在の日時により個別料金表２１を検索して、料金を読み
出す（Ｓ１５－１５）。
【０２８９】
　制御ユニット１５は、図１０（ウ）に図示するように、例えば「料金：５０円　カード
をリーダにタッチしてください」のように料金支払い指示画面を液晶タッチパネル１３に
表示する（Ｓ１５－１６）。
【０２９０】
　同時に、制御ユニット１５は、読み出した料金をパラメータとして設定して決済ユニッ
ト１６を起動する（Ｓ１５－１７）。
【０２９１】
　制御ユニット１５は、決済ユニット１６が、リーダライタ１４によって取得した利用者
Ｐｍの電子決済カード７１のカード情報を送信することで、外部の電子決済サーバ７０で
決済処理を完了させると、決済ユニット１６から、カード情報のうちのカード番号ととも
に決済完了を受信する（Ｓ１５－１８）。
【０２９２】
　つづいて、図２７に示すように、制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に図１０
（エ）に図示する撮影操作画面を表示する（Ｓ１５－１９）。
【０２９３】
　制御ユニット１５は、利用者Ｐｍが撮影操作画面の撮影ボタンＢ５をタッチした情報を
受信する（Ｓ１５－２０）。
【０２９４】
　制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に、まず図１０（オ）に図示する画面を表
示して撮影までの時間を利用者Ｐｍに通知し、カウントダウンを行いながら、図１０（カ
）から図１０（ク）までの撮影カウント画面でカウント数を表示する（Ｓ１５－２１）。
【０２９５】
　制御ユニット１５は、撮影時間になるとＣＣＤカメラ１２に撮影を指示する（Ｓ１５－
２２）。
【０２９６】
　制御ユニット１５は、ＣＣＤカメラ１２から、指示に従って利用者Ｐｍを撮影した画像
を受信する（Ｓ１５－２３）。
【０２９７】
　制御ユニット１５は、画像を受信すると、利用者Ｐｍが入力した電話番号、決済ユニッ
ト１６から受信したカード番号、当該撮影ポスト１０の撮影ポストＩＤ、撮影時刻ととも
に、画像を管理サーバ３０の画像記録手段３３に送信する（Ｓ１５－２４）。
【０２９８】
　このときに、制御ユニット１５は、登録済みのルートを通ることで、利用者Ｐｍからの
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電話番号の入力がなかった場合、電話番号のパラメータには「データなし」と設定する。
【０２９９】
　制御ユニット１５は、管理サーバ３０の画像記録手段３３からの返信を待ち、返信内容
を判定する（Ｓ１５－２５）。
【０３００】
　返信が画像記録完了である場合、制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に図１０
（ケ）に図示する撮影完了画面を表示する（Ｓ１５－３０）。
【０３０１】
　制御ユニット１５は、利用者Ｐｍの撮影処理をすべて完了して、液晶タッチパネル１３
に図１０（ア）に図示したメニュー画面を表示した初期状態に戻る（Ｓ１５－３１）。
【０３０２】
　もし、返信が電話番号入力要求である場合、制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１
３に図１０（イ）に図示する電話番号入力画面を表示する（Ｓ１５－２６）。
【０３０３】
　制御ユニット１５は、利用者Ｐｍにより入力された電話番号を受信する（Ｓ１５－２７
）。
【０３０４】
　制御ユニット１５は、管理サーバ３０の画像記録手段３３に受信した電話番号を送信す
る（Ｓ１５－２８）。
【０３０５】
　制御ユニット１５は、管理サーバ３０の画像記録手段３３から画像記録完了の通知を受
信する（Ｓ１５－２９）。
【０３０６】
　制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３に図１０（ケ）に図示する撮影完了画面を
表示する（Ｓ１５－３０）。
【０３０７】
　制御ユニット１５は、利用者Ｐｍの撮影処理をすべて完了して、液晶タッチパネル１３
に図１０（ア）に図示したメニュー画面を表示した初期状態に戻る（Ｓ１５－３１）。
【０３０８】
　さらに、種々の機能を追加した撮影システムの実施例について説明を行う。
【０３０９】
　＜予約機能を追加した実施例＞
　利用者Ｐｍが携帯型端末６０から、利用したい撮影ポスト１０に行く前に、あらかじめ
利用予約を行うことを可能とする機能である。
【０３１０】
　管理サーバ３０に予約手段を設け、図６に示した撮影ポスト情報メモリ４０に各撮影ポ
スト１０の予約表を新たに確保して、撮影ポストデータｄ４１－ｎに予約表アドレスを追
加することで、撮影ポストデータｄ４１－ｎと紐づけする。
【０３１１】
　予約表には、紐づけされた撮影ポスト１０の予約が、予約時間ごとに、予約した利用者
Ｐｍの電話番号が設定れる。
【０３１２】
　まず、利用者Ｐｍは、携帯型端末６０から管理サーバ３０にアクセスし、予約したい撮
影ポスト１０を選択し、予約の要求を行う。
【０３１３】
　このとき時間指定を可能としてもよいし、管理サーバ３０により最も近い空き時間を自
動割り当てしてもよい。
【０３１４】
　管理サーバ３０の予約手段は、利用者Ｐｍの携帯型端末６０から受信した選択された撮
影ポスト１０の撮影ポストＩＤによって、該当の撮影ポストデータｄ４１－ｎを検出し、
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紐づけられた予約表を特定する。
【０３１５】
　管理サーバ３０の予約手段は、利用者Ｐｍによる時間指定の場合は、予約表の該当の予
約時間に受信した利用者Ｐｍの電話番号を設定し、自動割り当ての場合は、最も近い空き
時間に受信した利用者Ｐｍの電話番号を設定する。
【０３１６】
　管理サーバ３０の予約手段は、予約が完了すると、利用者Ｐｍに対して、予約された時
間帯とともに予約が完了したことを通知する。
【０３１７】
　一方、撮影ポスト１０の制御ユニット１５は、図１０（ア）のメニュー画面に予約済み
ボタンを追加して表示する。
【０３１８】
　予約していた利用者Ｐｍが利用時に予約済みボタンをタッチすると、制御ユニット１５
は、予約時に入力した電話番号を入力させる図１０（イ）に図示した電話番号入力画面を
表示して、電話番号の入力を促す。
【０３１９】
　制御ユニット１５は、ここで入力された電話番号を撮影ポストＩＤとともに管理サーバ
３０の予約手段に送信し、予約確認を行う。
【０３２０】
　予約手段は、受信した撮影ポスト１０で該当する予約表を特定し、予約表の現在の時刻
が含まれる予約時間帯に受信した電話番号と同じ電話番号が設定されているか判定する。
【０３２１】
　同じ電話番号が設定されている場合、予約手段は、制御ユニット１５に予約確認正常と
返信し、それを受信した制御ユニット１５は、撮影処理を続行する。
【０３２２】
　別の電話番号が設定されている場合、予約手段は、制御ユニット１５に予約確認エラー
と返信し、それを受信した制御ユニット１５は、別の利用者Ｐｍによる予約があることを
液晶タッチパネル１３に表示して、初期状態に戻る。
【０３２３】
　＜決済方法を追加した実施例＞
　上述した撮影システムでは、撮影ポスト１０の決済ユニット１６が、電子決済カード７
１のカード情報を短距離無線通信を有するリーダライタ１４によって読み取り、外部の電
子決済サーバ７０で決済を行っている。
【０３２４】
　ここで、第２の決済方法として、管理サーバ３０にポイント決済手段を設け、図７に示
した画像ストレージ５０の利用者情報ｄＰｍにポイント数を追加するとともに、撮影ポス
ト１０に決済ユニット１６と接続した近距離無線通信ユニット（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標））を設け、利用者Ｐｍの携帯型端末６０とデータ通信を行うことでポイ
ントによる決済を行う方法をさらに追加する。
【０３２５】
　具体的には、利用者Ｐｍは、携帯型端末６０からインターネット１００を介して管理サ
ーバ３０にアクセスし、利用者Ｐｍの電話番号や決済ＩＤ等の識別情報で、あらかじめ一
定額のポイントの購入を行う。
【０３２６】
　管理サーバ３０のポイント決済手段は、ポイントを発行する電子決済サーバ７０に、利
用者Ｐｍからのポイント購入要求として、利用者Ｐｍの識別情報と購入金額を送信する。
【０３２７】
　管理サーバ３０のポイント決済手段は、電子決済サーバ７０からの承認を受信して、画
像ストレージ５０の利用者情報ｄＰｍに購入したポイント数を加算して設定する。
【０３２８】
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　撮影ポスト１０の制御ユニット１５は、図１０（ウ）に図示した料金支払い指示画面に
、新たに支払い方法の選択ボタンを表示して、利用者Ｐｍに選択させる。
【０３２９】
　利用者Ｐｍは、ポイント支払いを選択して、携帯型端末６０を撮影ポスト１０の近距離
無線通信ユニットによってペアリングを行い、撮影ポスト１０の決済ユニット１６と接続
させる。
【０３３０】
　決済ユニット１６は、利用者Ｐｍの電話番号を管理サーバ３０のポイント決済手段に送
信し、ポイント決済手段は、画像ストレージ５０の利用者情報ｄＰｍに設定されたポイン
ト数を返信する。
【０３３１】
　ポイント数を受信した決済ユニット１６は、利用者Ｐｍの携帯型端末６０に表示し、利
用者Ｐｍが携帯型端末６０に表示された支払いボタンをタッチして支払いを実行する。
【０３３２】
　決済ユニット１６は、利用者Ｐｍが支払いボタンをタッチしたことを受信すると、表示
していたポイント数から料金分のポイントを減算し、利用者Ｐｍの携帯型端末６０に表示
すると同時に、減算された結果のポイント数を管理サーバ３０のポイント決済手段に送信
する。
【０３３３】
　ポイント決済手段は、受信したポイント数で、画像ストレージ５０の利用者情報ｄＰｍ
に設定されたポイント数を書き換える。
【０３３４】
　決済ユニット１６は、決済時に使用した情報のうち利用者Ｐｍの識別情報とともに決済
完了を制御ユニット１５に通知して、携帯型端末６０との接続を解放する。
【０３３５】
　制御ユニット１５は、決済ユニット１６から利用者Ｐｍの識別情報と決済完了を受信し
て、撮影処理を続行する。この識別情報は上述したカード番号に代えて使用される。
【０３３６】
　さらに、第３の決済方法として、例えば、あらかじめ利用者Ｐｍが銀行口座を電子決済
サーバ７０に登録しておき、携帯型端末６０によって電子決済をするＱＲコード（登録商
標）決済方法を追加する。
【０３３７】
　具体的には、撮影ポスト１０に決済ユニット１６に接続されたＱＲコード（登録商標）
スキャナを筐体１１上に設置する。
【０３３８】
　撮影ポスト１０の制御ユニット１５は、図１０（ウ）に図示した料金支払い指示画面に
、新たに支払い方法の選択ボタンを表示して、利用者Ｐｍに選択させる。
【０３３９】
　利用者Ｐｍが、ＱＲコード（登録商標）決済方法を選択すると、制御ユニット１５は、
利用者Ｐｍに携帯型端末６０に利用者Ｐｍの第３の決済のためのＱＲコード（登録商標）
を表示し、ＱＲコード（登録商標）スキャナにかざすように指示する画面を液晶タッチパ
ネル１３に表示する。
【０３４０】
　決済ユニット１６は、ＱＲコード（登録商標）スキャナによって読み取ったＱＲコード
（登録商標）の情報を受信し、制御ユニット１５から通知された料金とともに電子決済サ
ーバ７０に送信して決済を行い、電子決済サーバ７０から決済完了を受信する。
【０３４１】
　決済ユニット１６は、決済時に使用したＱＲコード（登録商標）の情報のうちの利用者
Ｐｍの識別情報とともに決済完了を制御ユニット１５に通知する。
【０３４２】
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　このとき、利用者Ｐｍの携帯型端末６０には、電子決済サーバ７０から支払い完了の通
知が送信され、携帯型端末６０の画面に表示される。
【０３４３】
　制御ユニット１５は、決済ユニット１６から利用者Ｐｍの識別情報と決済完了を受信し
て、撮影処理を続行する。この識別情報は上述したカード番号に代えて使用される。
【０３４４】
　＜ＬＥＤを追加した実施例＞
　撮影ポスト１０には液晶タッチパネル１３が設置されていて、制御ユニット１５は、撮
影のためのカウントダウンの際に、液晶タッチパネル１３にカウント数を表示するが、利
用者Ｐｍが立つ撮影位置が、撮影ポスト１０から離れている場合など、カウント数が認識
しにくい。
【０３４５】
　そこで、撮影ポスト１０に、制御ユニット１５に接続したＬＥＤを設置し、カウント毎
にＬＥＤを点滅させたり、色を変化させたりして、利用者Ｐｍに撮影までの時間がわかり
やすいようにする。
【０３４６】
　制御ユニット１５は、液晶タッチパネル１３にカウント数を表示すると同時に、ＬＥＤ
に信号を送信して光らせることで可能となる。
【０３４７】
　＜画像合成機能を追加した実施例＞
　本実施例では、撮影ポスト１０のメモリ２０に、撮影した画像に合成したい地名等のテ
キストやスタンプ、観光施設等で利用できるクーポンやＱＲコード（登録商標）の画像、
アニメなどの素材をあらかじめ保存しておき、実際に撮影された画像を合成したうえで、
管理サーバ３０に送信する。
【０３４８】
　具体的には、撮影ポスト１０の制御ユニット１５は、ＣＣＤカメラ１２が撮影した画像
を受信すると、メモリ２０に保存された合成する素材を読み出す。
【０３４９】
　制御ユニット１５は、受信した画像に読み出した素材を合成し、管理サーバ３０の画像
記録手段３３に、今まで通りに電話番号、カード番号、撮影ポストＩＤ、撮影時刻ととも
に送信する。
【０３５０】
　管理サーバ３０の画像記録手段３３は、受信した合成された画像を撮影ポストＩＤと撮
影時刻とともに、画像ファイル群ｄ５１－ｍに保存する。
【０３５１】
　利用者Ｐｍは、管理サーバ３０にアクセスして、合成された画像を閲覧することができ
、クーポンやＱＲコード（登録商標）合成された画像を携帯型端末６０に表示して、観光
施設や商店で割引サービス等を受ける等の利用も可能となる。
【０３５２】
　なお、電子決済機能付き携帯端末（例えばスマートフォン）を使用した場合は、この機
器ＩＤ等をカード番号とするのが好ましい。
【０３５３】
　以上までが、本発明の撮影装置及び撮影システムの基本となる構成と動作についての説
明となる。
【０３５４】
　次に、利用者Ｐｍの利便性を向上させるため、機能を追加した撮影ポスト１０の構造と
動作について説明する。
【０３５５】
　＜撮影ポスト１０の実施形態１＞
　図２８に撮影ポスト１０の正面と両側面を模式的に図示し、図２９に撮影ポスト１０の



(34) JP 6286595 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

全体の立体図を図示したので、これらの図を参照しながら、機能を追加した撮影ポスト１
０の実施形態１の構造について説明する。
【０３５６】
　撮影ポスト１０の実施形態１の構造は、図１に図示した撮影ポスト１０の基本構造部分
は同じであり、図２８と図２９では図示されていない構成物も実際には含む。
【０３５７】
　まず、撮影ポスト１０の正面図を参照すると、図１でも図示したように、筐体１１には
、ＣＣＤカメラ１２と、液晶タッチパネル１３と、リーダライタ１４がある。
【０３５８】
　つぎに、筐体１１に円窓１１ａを開けて、利用者Ｐｍが撮影する際にどのような姿勢で
撮影されるかを見えるようにするための鏡９０を設ける。円窓１１ａの大きさは、筐体１
１の幅にもよるが、１５ｃｍ～２０ｃｍの直径が好ましい。
【０３５９】
　鏡９０は、地面より１４０ｃｍから１５０ｃｍの高さの位置になるように設けることが
好ましく、ＣＣＤカメラ１２は、図示したように鏡９０の上部に設置するか、または鏡９
０の横に設置することで、鏡９０に映った姿が、ＣＣＤカメラ１２によって撮影される画
像とほぼ同じになる。
【０３６０】
　しかし、ＣＣＤカメラ１２による撮影には縦撮影と横撮影の２つのモードがあり、鏡９
０の全体に映る範囲が全て撮影されるわけではないので、実際に撮影される範囲を鏡９０
に表示するために、鏡９０と筐体１１の円窓１１aの間に透明表示器９１を設ける。
【０３６１】
　つまり、ＣＣＤカメラ１２は、筐体の被撮影体側となる面に、撮影レンズの中心が、被
撮影体が所定の立位置に位置した場合に被撮影体が前記立位置を含んで全体が写る高さ位
置にされている。
【０３６２】
　また、円窓１１ａは、被撮影体側となる面には、被撮影体が所定の立位置に位置した場
合に被撮影体が立位置を含んで全体が写る高さ位置にされている。
【０３６３】
　また、鏡９０が反射すると映る姿がよく見えないので、反射防止フィルムなどによる反
射を防ぐようにするのが好ましい。
【０３６４】
　この鏡９０と透明表示器９１の部分の構造については、後に図３０を参照しながら説明
する。
【０３６５】
　さらに、筐体１１には、撮影時に利用者Ｐｍを照らすライト９３と、動画撮影時に音声
を録音するためのマイク９４と、操作指示を液晶タッチパネル１３の画面に表示するだけ
でなく音声でも案内するためのスピーカ９５と、当該撮影ポスト１０が利用可能な状態か
を示すサービス表示ＬＥＤ９６を設ける。
【０３６６】
　また、図１０に図示した液晶タッチパネル１３の画面の遷移図のうち、カウントダウン
数を表示する（カ）から（キ）の間に、利用者Ｐｍに光でカウントダウン数を知らせるた
めのカウント表示ＬＥＤ９７を設ける。
【０３６７】
　カウント表示ＬＥＤ９７は、カウントダウンするごとに点灯するＬＥＤの数を減らして
いくか逆に増やしていき、撮影が開始されると点滅するようにするなど変化させて、現在
の状況を利用者Ｐｍに知らせる。
【０３６８】
　次に図２８の左側面図と右側面図に図示されているように、筐体１１の側面には、撮影
ポスト１０の周囲にいる人々に撮影中であることを知らせるための撮影中表示ＬＥＤ９８
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を設ける。
【０３６９】
　さらに、筐体１１の内部に設置された機器を雨風や破壊から守るために、透明な防護カ
バー９９を設けることが好ましい。
【０３７０】
　なお、透明表示器９１と、ライト９３と、マイク９４と、スピーカ９５と、サービス表
示ＬＥＤ９６と、カウント表示ＬＥＤ９７と、撮影中表示ＬＥＤ９８は、全て制御ユニッ
ト１５に接続されている。
【０３７１】
　つづいて、図３０と図３１を参照しながら、鏡９０と透明表示器９１の構成と動作につ
いて説明する。
【０３７２】
　筐体１１の内側の構造を示すために、図３０に図示した撮影ポスト１０の正面に対し、
Ａ－Ａ線のところで切断した場合のＡ－Ａ断面を図３０に図示した。
【０３７３】
　図３０のＡ－Ａ断面に図示するように、筐体１１に開けた円窓１１aの内側にまず透明
表示器９１を設置し、さらに透明表示器９１の後ろに鏡９０を設置する。
【０３７４】
　透明表示器９１は、表示面の裏側にあったバックライト等の構造を不要とすることで、
表示面の後側が透き通って見えるようにした表示器である。本発明では、基材は液晶でも
有機ＥＬでも構わない。
【０３７５】
　鏡９０は、円形として図示しているが、円窓１１aの内側に設けるので、鏡９０自体は
正方形や長方形でも構わない。
【０３７６】
　接続形態としては、液晶タッチパネル１３は制御ユニット１５の表示・入力処理部１５
ｂに接続され、透明表示器９１は制御ユニット１５の透明表示器駆動部１５ａに接続され
る。
【０３７７】
　表示・入力処理部１５ｂと透明表示器駆動部１５ａは、制御ユニット１５の内部でお互
いにデータのやり取りを行う。
【０３７８】
　図３１も参照しながら、具体的な動作を説明する。
【０３７９】
　図３０の撮影ポスト１０の正面の図に図示したように、液晶タッチパネル１３には、利
用者Ｐｍが撮影のモードを選択できるように、縦撮影モードＢ６と横撮影モードＢ７のボ
タンが表示される。
【０３８０】
　図３０のＡ－Ａ断面に図示したように、ここで、利用者Ｐｍが液晶タッチパネル１３に
表示されたいずれかのボタンをタッチすると、そのタッチ位置の情報がモード入力（ｄｄ
１）として、表示・入力処理部１５ｂに入力される。
【０３８１】
　表示・入力処理部１５ｂは、入力されたタッチ位置の情報から、縦撮影モードＢ６と横
撮影モードＢ７のいずれが選択されたかを判断し、選択されたモードをモード指定（ｄｄ
２）として透明表示器駆動部１５ａに伝える。
【０３８２】
　図示していないが、このモード指定（ｄｄ２）の情報は、ＣＣＤカメラ１２にも同時に
伝えられ、撮影方向が設定される。
【０３８３】
　モード指定（ｄｄ２）を受け取った透明表示器駆動部１５ａは、指定されたモードに従
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って、透明表示器９１の表示を変更する。このとき、透明表示器９１を用いて、鏡９０か
らの反射光を抑制したり、あるいは普段は透明表示器９１を外部の環境と同色にしてタッ
チされたときに、鏡９０を見せるようにしてもよい。
【０３８４】
　図３１に図示したように、縦撮影モードＢ６がタッチされた場合、縦撮影域９０ａ以外
の部分が不透明になるように、例えば乳白色や黒色を透明表示器９１に表示する。
【０３８５】
　また、横撮影モードＢ７がタッチされた場合、横縦撮影域９０ｂ以外の部分が不透明に
なるように、例えば乳白色や黒色を透明表示器９１に表示する。
【０３８６】
　透明表示器９１により不透明色が表示された部分９１ａによって、円窓１１ａから見え
る鏡９０の中で、それぞれ縦撮影域９０ａか横縦撮影域９０ｂにだけにしか利用者Ｐｍが
映らなくなる。
【０３８７】
　これにより、利用者Ｐｍに自分の鏡像９０ｃを確認させることで、撮影の際の最良の立
ち位置に利用者Ｐｍを立たせることができるので、立ち位置のマークを地面に描かなくて
もよくなり、撮影ミスもなくなる。
【０３８８】
　このように、透明表示器９１は、鏡９０のどこまでが撮影域かを利用者Ｐｍに知らせる
ことを目的として設けているものであり、撮影域が見ただけでわかるように枠を表示でき
たり、上述したように撮影域以外が不透明にできたりする基板やフィルムであっても構わ
ない。
【０３８９】
　たとえば、電源のＯＮ/ＯＦＦで透明・不透明を切り替えできる液晶フィルムを利用し
て、縦撮影域９０ａの部分が不透明にならないように加工した液晶フィルムと、横縦撮影
域９０ｂの部分が不透明にならないように加工した液晶フィルムを重ねて設置し、透明表
示器駆動部１５ａは、通常は両方の液晶フィルムの電源をＯＮにして鏡９０全体に映るよ
うにしておく。
【０３９０】
　モード指定が縦撮影の場合、透明表示器駆動部１５ａは、縦撮影域９０ａの部分が不透
明にならないように加工した液晶フィルムの電源をＯＦＦにして、縦撮影域９０ａのみ鏡
９０に映るようにする。
【０３９１】
　一方、モード指定が横縦撮影の場合、透明表示器駆動部１５ａは、横縦撮影域９０ｂの
部分が不透明にならないように加工した液晶フィルムの電源をＯＦＦにして、横縦撮影域
９０ｂのみ鏡９０に映るようにする。
【０３９２】
　なお、電源のＯＮとＯＦＦのどちらで不透明になるかは、使用する液晶フィルムの構造
に従うものとし、実施形態１ではどちらであっても構わない。
【０３９３】
　つづいて、実施形態１では、機能の追加により、図２７を参照しながら上述した撮影操
作の手順のうち、（Ｓ１５－１９）から（Ｓ１５－２３）の部分が以下のように変わる。
【０３９４】
　表示・入力処理部１５ｂは、液晶タッチパネル１３に、図３０の撮影ポスト１０の正面
図に図示したように、縦撮影モードＢ６と横撮影モードＢ７のボタンを表示する。
【０３９５】
　表示・入力処理部１５ｂは、利用者Ｐｍが縦撮影モードＢ６か横撮影モードＢ７のいず
れかのボタンをタッチした情報を受信する。
【０３９６】
　表示・入力処理部１５ｂは、タッチされたボタンの位置情報によって撮影モードを判断
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し、選択された撮影モードを透明表示器駆動部１５ａとＣＣＤカメラ１２に指定する。
【０３９７】
　透明表示器駆動部１５ａは、指定された撮影モードに従って、縦撮影域９０ａまたは横
縦撮影域９０ｂ以外の部分が不透明になるように、透明表示器９１に不透明色を表示する
。
【０３９８】
　表示・入力処理部１５ｂは、液晶タッチパネル１３に、撮影ボタンＢ５を表示する。
【０３９９】
　表示・入力処理部１５ｂは、利用者Ｐｍが撮影操作画面の撮影ボタンＢ５をタッチした
情報を受信する。
【０４００】
　表示・入力処理部１５ｂは、液晶タッチパネル１３に、まず図１０（オ）に図示する画
面を表示して撮影までの時間を利用者Ｐｍに通知し、カウントダウンを行いながら、図１
０（カ）から図１０（ク）までの撮影カウント画面でカウント数を表示する。
【０４０１】
　制御ユニット１５は、ライト９３と撮影中表示ＬＥＤ９８を点灯し、表示・入力処理部
１５ｂによるカウントダウンに従ってカウント表示ＬＥＤ９７を点灯させていく。
【０４０２】
　制御ユニット１５は、撮影時間になるとＣＣＤカメラ１２に撮影を指示し、ＣＣＤカメ
ラ１２から送信されてくるに映像を記録する。
【０４０３】
　ここで、撮影する映像が静止画像か動画かをあらかじめ指定できるようにすることで、
撮影時間になったときの静止画像か、撮影時間から一定時間（例えば１０秒）の動画を記
録できるようにする。
【０４０４】
　制御ユニット１５は、撮影が終了すると、ライト９３と撮影中表示ＬＥＤ９８を消灯す
る。
【０４０５】
　なお、液晶タッチパネル１３には、利用者Ｐｍが撮影していないときには、広告などが
表示されていて、利用者Ｐｍが画面にタッチすることで、図１０（ア）に図示した開始画
面が表示される。
【０４０６】
　また、深夜など利用者Ｐｍがいないようなときには、節電のために液晶タッチパネル１
３には何も表示されていないようにすることが好ましい。
【０４０７】
　＜撮影ポスト１０の実施形態２＞
　つづいて、図３２に図示した撮影ポスト１０の正面と両側面の模式図を参照しながら、
撮影ポスト１０の実施形態２の構造について説明する。
【０４０８】
　撮影ポスト１０の実施形態２の構造では、実施形態１の鏡９０と透明表示器９１からな
る構造の部分を液晶タッチパネル１３に置き換えて、筐体１１に開けた円窓１１ａの内側
に設置して、電子ミラー９２として使用する。
【０４０９】
　このため、電子ミラー９２が液晶タッチパネル１３の機能を行うので、実施形態１で設
けていた液晶タッチパネル１３は不要となる。
【０４１０】
　その他の構造及び用途は、実施形態１と同じであるので、説明は省略する。
【０４１１】
　ここで、電子ミラー９２とは、ＣＣＤカメラ１２によって撮影されている利用者Ｐｍの
映像を、電子ミラー９２に使用している表示装置に映し出すことにより、鏡９０に自分の
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姿が映っているかのように利用者Ｐｍが感じるものである。
【０４１２】
　撮影ポスト１０の正面に対しＢ－Ｂ線のところで切断した場合のＢ－Ｂ断面を図３３に
図示した。
【０４１３】
　図３３のＢ－Ｂ断面に図示するように、筐体１１に開けた円窓１１aの内側には、電子
ミラー９２のみが設置される。
【０４１４】
　電子ミラー９２は、実施形態１の液晶タッチパネル１３と同様に制御ユニット１５の表
示・入力処理部１５ｂに接続されている。
【０４１５】
　図３３の撮影ポスト１０の正面の図に図示したように、電子ミラー９２には、利用者Ｐ
ｍが撮影のモードを選択できるように、縦撮影モードＢ６と横撮影モードＢ７のボタンが
表示される。
【０４１６】
　図３３のＢ－Ｂ断面に図示したように、ここで、利用者Ｐｍが電子ミラー９２に表示さ
れたいずれかのボタンをタッチすると、そのタッチ位置の情報がモード入力（ｄｄ１）と
して、表示・入力処理部１５ｂに入力される。
【０４１７】
　表示・入力処理部１５ｂは、入力されたタッチ位置の情報から、縦撮影モードＢ６と横
撮影モードＢ７のいずれが選択されたかを判断し、選択されたモードをモード指定（ｄｄ
２）として制御ユニット１５の映像キャプチャ部１５ｃに伝える。
【０４１８】
　映像キャプチャ部１５ｃは、接続されているＣＣＤカメラ１２に、このモード指定（ｄ
ｄ２）の情報に従ってモード指示（ｄｄ４）を伝え、撮影方向を設定させる。
【０４１９】
　ＣＣＤカメラ１２は、モード指示（ｄｄ４）によって指定されたモードに従って、縦方
向または横方向で映像撮影を開始し（ｄｄ５）、映像を映像キャプチャ部１５ｃに送信す
る。
【０４２０】
　映像キャプチャ部１５ｃは、受信した映像を表示・入力処理部１５ｂに入力する（ｄｄ
６）。
【０４２１】
　表示・入力処理部１５ｂは、受信した映像を電子ミラー９２に表示する（ｄｄ７）。
【０４２２】
　図３４に図示したように、まず電子ミラー９２には、縦撮影モードＢ６と横撮影モード
Ｂ７のボタンが表示される。
【０４２３】
　縦撮影モードＢ６がタッチされた場合、上述した処理の流れによって、ＣＣＤカメラ１
２は縦方向の撮影を開始し、表示・入力処理部１５ｂに入力されてくる映像は、電子ミラ
ー９２に表示した縦枠９２ａ内に撮影中の映像９２ｃとして表示される。
【０４２４】
　この時点ではまだ映像は記録されず、電子ミラー９２の撮影中の映像９２ｃとともに表
示される撮影ボタンＢ５を、利用者Ｐｍがタッチすることで実際の撮影が開始される。
【０４２５】
　同様に、横撮影モードＢ７がタッチされた場合、上述した処理の流れによって、ＣＣＤ
カメラ１２は横方向の撮影を開始し、表示・入力処理部１５ｂに入力されてくる映像は、
電子ミラー９２に表示した横枠９２ｂ内に撮影中の映像９２ｃとして表示される。
【０４２６】
　その後、電子ミラー９２の撮影中の映像９２ｃとともに表示される撮影ボタンＢ５を、
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利用者Ｐｍがタッチすることで実際の撮影が開始される。
【０４２７】
　実施形態２では、実施形態１と同様に、機能の追加により、図２７を参照しながら上述
した撮影操作の手順のうち、（Ｓ１５－１９）から（Ｓ１５－２３）の部分が以下のよう
に変わる。
【０４２８】
　表示・入力処理部１５ｂは、電子ミラー９２に、図３３の撮影ポスト１０の正面図に図
示したように、縦撮影モードＢ６と横撮影モードＢ７のボタンを表示する。
【０４２９】
　表示・入力処理部１５ｂは、利用者Ｐｍが縦撮影モードＢ６か横撮影モードＢ７のいず
れかのボタンをタッチした情報を受信する。
【０４３０】
　表示・入力処理部１５ｂは、タッチされたボタンの位置情報によって撮影モードを判断
し、選択された撮影モードを映像キャプチャ部１５ｃに指定する。
【０４３１】
　映像キャプチャ部１５ｃは、接続されたＣＣＤカメラ１２に撮影モードを指定する。
【０４３２】
　ＣＣＤカメラ１２は、指定された撮影モードで映像を撮影し、映像キャプチャ部１５ｃ
に送信する。
【０４３３】
　映像キャプチャ部１５ｃは、受信した映像を表示・入力処理部１５ｂに入力する。
【０４３４】
　表示・入力処理部１５ｂは、入力された撮影中の映像９２ｃを電子ミラー９２に縦枠９
２ａまたは横枠９２ｂとともに表示する。
【０４３５】
　表示・入力処理部１５ｂは、さらに電子ミラー９２に撮影ボタンＢ５を表示する。
【０４３６】
　表示・入力処理部１５ｂは、利用者Ｐｍが電子ミラー９２に表示された撮影ボタンＢ５
をタッチした情報を受信する。
【０４３７】
　表示・入力処理部１５ｂは、図１０（オ）に図示した画面の内容を、撮影中の映像９２
ｃに重ならないように電子ミラー９２に表示して撮影までの時間を利用者Ｐｍに通知する
。
【０４３８】
　さらに、表示・入力処理部１５ｂは、カウントダウンを行いながら、図１０（カ）から
図１０（ク）に図示したカウント数を、撮影中の映像９２ｃに重ならないように電子ミラ
ー９２に表示する。
【０４３９】
　制御ユニット１５は、ライト９３と撮影中表示ＬＥＤ９８を点灯し、表示・入力処理部
１５ｂによるカウントダウンに従ってカウント表示ＬＥＤ９７を点灯させていく。
【０４４０】
　制御ユニット１５は、撮影時間になるとＣＣＤカメラ１２から送信されてくるに映像を
記録する。
【０４４１】
　ここで、撮影する映像が静止画像か動画かをあらかじめ指定できるようにすることで、
撮影時間になったときの静止画像か、撮影時間から一定時間（例えば１０秒）の動画を記
録できるようにする。
【０４４２】
　制御ユニット１５は、撮影が終了すると、ライト９３と撮影中表示ＬＥＤ９８を消灯す
る。
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【０４４３】
　なお、電子ミラー９２には、利用者Ｐｍが撮影していないときには、広告などが表示さ
れていて、利用者Ｐｍが画面にタッチすることで、図１０（ア）に図示した内容の開始画
面が表示される。
【０４４４】
　また、深夜など利用者Ｐｍがいないようなときには、節電のために電子ミラー９２には
何も表示されていないようにすることが好ましい。
【０４４５】
　＜撮影ポスト１０の実施形態３＞
　次に、ＣＣＤカメラ１２の設置位置に関し、実施形態３として以下に説明する。
【０４４６】
　実施形態１と実施形態２では、ＣＣＤカメラ１２は撮影ポスト１０に設置されている例
を用いて説明したが、ＣＣＤカメラ１２の位置は撮影ポスト１０内に限るものではない。
【０４４７】
　図４を参照して前述したように、ＣＣＤカメラ１２を撮影ポストから離れた高い位置に
設置したり、足元に近い位置に設置したり、利用者Ｐｍ自身では撮影できない位置に設置
することもできる。
【０４４８】
　実施形態３では、撮影ポスト１０に設置されたＣＣＤカメラ１２以外に、複数のＣＣＤ
カメラ１２を撮影ポスト１０以外の場所に設置した場合を例として説明する。
【０４４９】
　図３５には、駅の構内に撮影ポスト１０を設置した例を図示している。
【０４５０】
　列車を撮影しようとする鉄道ファンは非常に多く、列車を正面や側面などいろいろな方
向から撮影しようとするが、時として立入禁止場所に入ってしまう場合もある。
【０４５１】
　そこで、図３５に図示したように、列車が止まるプラットフォームに撮影ポスト１０を
設置して利用してもらう。
【０４５２】
　図３５では、撮影ポスト１０に第１のＣＣＤカメラ１２ａが設置されていて、そのほか
に、列車の正面を高い位置から撮影するために天井に第２のＣＣＤカメラ１２ｂが設置さ
れている。
【０４５３】
　さらに、撮影ポスト１０の設置された位置の向こう側のプラットフォームにも、列車の
側面を撮影できる第３のＣＣＤカメラ１２ｃが、プラットフォームの下に列車の正面を見
上げるように撮影できる第４のＣＣＤカメラ１２ｄが設置されている。
【０４５４】
　これらの第２のＣＣＤカメラ１２ｂ、第３のＣＣＤカメラ１２ｃ、第４のＣＣＤカメラ
１２ｄは、撮影ポスト１０の制御ユニット１５と無線データ通信によって接続されている
。
【０４５５】
　利用者Ｐｍが列車の正面の横に立ち撮影ポスト１０を操作することで、利用者Ｐｍ自身
では撮影できない、利用者Ｐｍの姿を含んだ列車の各方向からの映像を、全てのＣＣＤカ
メラ１２によって撮影できるという効果がある。
【０４５６】
　撮影ポスト１０の制御ユニット１５は、利用者Ｐｍが撮影ボタンＢ５をタッチしたあと
カウントダウン後、全てのＣＣＤカメラ１２による撮影を同時に行う。
【０４５７】
　撮影された映像は、全て管理サーバ３０に送信され記録され、利用者Ｐｍは管理サーバ
３０にアクセスして全ての映像を確認できる。
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【０４５８】
　実施形態２の撮影ポスト１０を利用した場合、電子ミラー９２に全てのＣＣＤカメラ１
２で撮影されている映像を表示することで、リアルタイムで利用者Ｐｍに確認させること
も可能であり、利用者Ｐｍは、好みの映像のみをタッチすることで選択して記録すること
も可能である。
【０４５９】
　撮影ポスト１０の第１のＣＣＤカメラ１２ａは必ずしも必要ではないし、設置するＣＣ
Ｄカメラ１２の数には制限はない。
【０４６０】
　この実施形態３の構成を、たとえば富士山の全景を撮影するＣＣＤカメラ１２と富士山
の一部を背景に利用者Ｐｍをアップして撮影するＣＣＤカメラ１２を接続した撮影ポスト
１０を観光地に設置することで、利用者Ｐｍの利便性を高めることができる。
【０４６１】
　＜災害発生時の実施例＞
　本発明の撮影システムは、例えば地震や豪雨などの災害が発生した時に、災害対策セン
ターなどから利用可能とする。このために管理サーバ３０には、監視手段３２と同様な災
害処理手段を設けておく。
【０４６２】
　災害対策センターのコンピュータの端末から、管理サーバ３０に設けた災害処理手段に
アクセスし、災害発生地域の地図を表示して、設置されている撮影ポスト１０の位置を地
図上に表示する。
【０４６３】
　地図上に表示された撮影ポスト１０の位置をクリックすると、管理サーバ３０から当該
撮影ポスト１０の制御ユニット１５に撮影開始指令が送られ、利用者Ｐｍが撮影ボタンＢ
５をタッチして撮影を開始した手順と同様な処理で、撮影ポスト１０に接続されたＣＣＤ
カメラ１２からの撮影映像が、制御ユニット１５の映像キャプチャ部１５ｃによって、イ
ンターネット１００により直接または管理サーバ３０を経由して、災害対策センターの端
末に送信され表示される。
【０４６４】
　撮影ポスト１０のマイク９４によって、周囲の音を確認することもできるので、スピー
カ９５を通して、撮影ポスト１０の周囲にいる人に対して状況を聞いたり、避難指示を出
したりすることができる。
【０４６５】
　撮影ポスト１０は、観光地など人の集まる場所に設置されるので、避難指示などを的確
に伝えることができる。
【０４６６】
　また、撮影ポスト１０は、底部にキャスターを付けて持ち運び型にしても構わない。さ
らに、携帯電話機番号に代えてメールアドレスで構わない。
【０４６７】
　また、携帯電話機に本サービスシステムのアプリを格納し、リーダライタの近接の携帯
電話機がち被けられたときに電話番号、携帯端末番号、残金等を読み取らせてもよい。さ
らに、電子決済カードは、携帯電話番号、メールアドレス等を格納してあるものでもよい
。
【符号の説明】
【０４６８】
　１０…撮影ポスト
　１１…筐体
　１１ａ…円窓
　１２…ＣＣＤカメラ
　１３…液晶タッチパネル
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　１４…リーダライタ
　１５…制御ユニット
　１５ａ…透明表示器駆動部
　１５ｂ…表示・入力処理部１５ｂ
　１５ｃ…映像キャプチャ部
　１６…決済ユニット
　１７…通信ユニット
　１８…電源
　１９…ソーラーパネル
　２０…メモリ
　２１…個別料金表
　３０…管理サーバ
　３１…料金設定手段
　３２…監視手段
　３３…画像記録手段
　４０…撮影ポスト情報メモリ
　５０…画像ストレージ
　６０…携帯型端末
　７０…電子決済サーバ
　７１…電子決済カード
　８０…ＳＮＳサーバ
　９０…鏡
　９０ａ…縦撮影域
　９０ｃ…鏡像
　９１…透明表示器
　９２…電子ミラー
　９２ａ…縦枠
　９２ｂ…横枠
　９２ｃ…撮影中の映像
　９３…ライト
　９４…マイク
　９５…スピーカ
　９６…サービス表示ＬＥＤ
　９７…カウンタ表示ＬＥＤ
　９８…撮影中表示ＬＥＤ
　９９…防護カバー
　１００…インターネット
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